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第
三
章
　
結
　
言

第
一
章
　
問
題
の
所
在

　
株
式
会
社
は
資
本
多
数
決
と
い
う
営
利
組
織
の
特
性
を
反
映
し
た
公

平
の
理
念
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
、
そ
の
組
織
と
運
営
を
規
律
す
る
株
式

会
社
法
は
原
則
と
し
て
強
行
法
規
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
上
場
会
社

は
、
法
が
想
定
し
た
こ
の
よ
う
な
株
式
会
社
の
「
型
」
に
適
合
す
る

が
、
一
方
こ
の
対
極
に
あ
る
の
が
「
法
人
成
り
」
と
言
わ
れ
る
小
規
模
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契
約
の
効
力
と
定
款
自
治
の
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界
の
再
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（
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閉
鎖
会
社
で
あ
る
。
小
規
模
閉
鎖
会
社
に
つ
い
て
は
、
所
有
と
経
営
の

実
態
を
踏
ま
え
て
株
式
会
社
法
の
理
念
型
と
は
別
の
規
整
が
必
要
で
あ

る
と
の
議
論
が
な
さ
れ
、
株
主
間
に
お
け
る
経
営
支
配
を
め
ぐ
る
紛
争

を
解
決
す
る
た
め
に
、
米
国
で
は
株
主
に
信
認
義
務
を
適
用
す
る
法
理

が
形
成
さ
れ
た
。
ま
た
英
国
で
は
準
組
合
法
理
、
ド
イ
ツ
で
は
株
主
の

誠
実
義
務
論
が
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
問
題
の
解
決
に
用
い
ら
れ
、
そ
れ
ら
を

基
礎
と
し
て
わ
が
国
法
規
整
の
あ
り
方
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

　
近
年
、
米
国
に
お
け
る
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
・
モ
デ
ル
と
呼
ば
れ
る
ベ

ン
チ
ャ
ー
企
業
の
出
資
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
形
態
の
展
開
を
受
け
て
、
定
款

自
治
の
範
囲
が
狭
い
「
固
い
」
株
式
会
社
法
規
が
想
定
す
る
と
こ
ろ
と

は
異
な
る
所
有
と
経
営
形
態
の
ニ
ー
ズ
が
高
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
ニ
ー

ズ
は
、
従
前
か
ら
大
企
業
同
士
に
よ
る
合
弁
会
社
に
お
い
て
も
存
在
し

て
い
た
が
、
株
主
間
契
約
と
し
て
法
技
術
的
に
会
社
法
の
枠
外
で
対
処

さ
れ
て
き
た
。

　
ま
た
、
米
国
で
は
、
法
と
経
済
学
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
て
、
会
社

と
は
そ
も
そ
も
多
数
の
関
係
者
間
の
「
契
約
の
連
鎖
（nexus

of

         
contracts

         
）」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
議
論
が
展
開
さ
れ
、
わ
が

国
株
式
会
社
法
の
強
行
法
規
性
論
に
影
響
を
与
え
た
。
さ
ら
に
会
社
法

現
代
化
の
検
討
を
機
に
、
規
制
緩
和
の
視
点
か
ら
定
款
自
治
の
拡
大
が

議
論
さ
れ
、
会
社
法
（
平
成
一
七
年
法
律
第
八
六
号
）
で
は
「
定
款
自

治
＋
有
限
責
任
」
を
基
本
原
理
と
し
た
新
し
い
会
社
形
態
と
し
て
合
同

会
社
が
導
入
さ
れ
た
。

　
株
主
が
会
社
法
の
規
定
か
ら
離
れ
た
合
意
を
形
成
す
る
こ
と
に
関
す

る
法
的
な
分
析
は
、
こ
れ
ま
で
専
ら
同
族
経
営
の
小
規
模
閉
鎖
会
社
を

対
象
と
し
て
な
さ
れ
、
人
的
関
係
の
深
い
株
主
全
員
が
合
意
し
て
い
れ

ば
、
そ
の
合
意
に
「
強
い
」
効
力
を
基
本
的
に
認
め
て
よ
い
と
い
う
方

向
性
が
提
唱
さ
れ
た
。
株
式
会
社
法
は
強
行
法
規
で
あ
る
と
す
る
伝
統

的
理
論
は
主
に
公
開
大
会
社
を
、
そ
し
て
株
主
間
の
合
意
に
強
い
効
力

を
与
え
よ
う
と
す
る
議
論
は
人
的
関
係
が
密
接
な
小
規
模
閉
鎖
会
社
を

そ
れ
ぞ
れ
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業

は
、
少
人
数
の
創
業
者
に
よ
り
小
規
模
閉
鎖
会
社
と
し
て
設
立
さ
れ
、

外
部
か
ら
出
資
を
受
け
て
事
業
を
立
ち
上
げ
拡
大
し
、
比
較
的
短
期
間

で
株
式
公
開
す
る
こ
と
を
成
功
の
一
つ
の
里
程
と
す
る
。
株
主
は
少
数

だ
が
人
的
関
係
が
薄
く
、
所
有
と
経
営
が
分
離
す
る
場
合
も
あ
る
と
い

う
点
に
お
い
て
、
従
来
の
株
式
会
社
法
理
が
暗
黙
裡
に
前
提
と
し
て
い

た
、「
大
規
模
公
開
会
社
」
対
「
小
規
模
閉
鎖
会
社
」
と
い
う
構
図
に

お
さ
ま
り
き
ら
な
い
存
在
で
あ
る
。

　
本
論
稿
は
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
が
も
た
ら
し
た
新
た
な
株
主
間
契
約

の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
て
、
定
款
自
治
拡
大
を
眼
目
と
し
た
会
社
法
下
の

株
式
会
社
お
よ
び
合
同
会
社
に
つ
い
て
、
株
主
間
契
約
の
効
力
と
定
款

自
治
の
限
界
を
律
す
る
基
礎
概
念
の
再
構
築
を
試
み
る
。
な
お
、
紙
幅

の
制
約
上
、
比
較
法
的
考
察
に
つ
い
て
は
研
究
の
結
論
的
部
分
に
若
干

言
及
す
る
に
と
ど
め
る
。
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第
二
章
　
会
社
法
の
強
行
法
規
性
と
株
主
間
契
約
の
効
力

お
よ
び
定
款
自
治

第
一
節
　
は
じ
め
に

　
米
国
で
は
、
判
例
の
変
遷
を
経
て
閉
鎖
会
社
に
お
け
る
株
主
間
契
約

の
効
力
が
大
幅
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
州
の
制

定
法
に
お
い
て
株
主
間
契
約
規
定
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
を
受
け 

、
ベ

ン
チ
ャ
ー
会
社
に
お
い
て
会
社
の
管
理
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
を
株

主
間
契
約
（「
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
出
資
契
約
」）
で
詳
細
に
取
り
決
め
る

実
務
が
発
展
し
た
。
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
出
資
契
約
は
、
契
約
の
自
由
を

最
大
限
に
利
用
し
て
、
取
締
役
選
任
や
取
締
役
会
運
営
お
よ
び
議
決
権

比
率
の
維
持
等
の
支
配
権
に
関
す
る
規
定
、
出
資
の
解
消
に
関
す
る
規

定
、
配
当
や
株
式
公
開
と
い
っ
た
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
に
関
す
る
規

定
、
ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
等
の
報
酬
規
定
を
定
め
る
こ
と
で
、
出

資
側
が
投
資
の
回
収
不
能
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
と
と
も
に
、
創
業
者
に

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
付
与
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
組
み
込
ん
で
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
を
求
め
る
創
業
者
間

に
競
争
が
発
生
す
る
と
、
必
然
的
に
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
に
強

い
交
渉
力
が
生
ま
れ
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
出
資
契
約
は
、
真
の
交
渉
の
結
果

と
い
う
よ
り
は
、
押
し
付
け
（cram

dow
n

    
    
 
）
に
近
い
も
の
と
な
る
。

創
業
者
は
さ
ら
に
法
的
問
題
の
処
理
に
疎
く
、
未
来
の
成
功
に
ば
か
り

目
が
向
い
て
目
前
の
出
資
契
約
書
の
細
か
い
条
件
は
意
に
介
さ
な
い
と

い
う
こ
と
も
あ
り
が
ち
で
あ 

。
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
と
創
業

（
１
）て

（
２
）る

者
が
株
主
間
契
約
を
取
り
交
わ
し
て
両
者
間
の
関
係
を
処
理
す
る
こ
と

に
法
が
「
お
墨
付
き
」
を
与
え
る
の
は
、
双
方
が
そ
の
よ
う
な
取
り
決

め
を
予
め
交
す
こ
と
の
十
分
な
能
力
と
交
渉
力
が
あ
る
こ
と
が
前
提
で

あ
る
。
両
者
の
能
力
と
交
渉
力
に
格
差
が
あ
る
と
な
る
と
、
む
し
ろ
法

は
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
こ
と
が
期
待
さ
れ 

。
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業

出
資
契
約
で
取
り
決
め
る
こ
と
の
で
き
る
事
項
お
よ
び
そ
の
内
容
が
ど

の
範
囲
に
及
ぶ
の
か
、
ま
た
会
社
法
の
規
定
の
下
で
定
款
の
自
治
は
ど

こ
ま
で
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
課
題
を
検
討
す
る
必
要
が
こ
こ
に
生
じ

て
く
る
。

　
定
款
と
株
主
間
契
約
を
概
括
的
に
比
較
す
る
と
、
前
者
は
そ
の
効
力

が
よ
り
大
き
く
、
後
者
は
よ
り
自
由
度
が
大
き
い
。
こ
の
こ
と
は
、
定

款
で
決
め
ら
れ
る
こ
と
と
株
主
間
契
約
で
決
め
ら
れ
る
こ
と
の
範
囲
に

差
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
具
体
的
に
は
、
定
款
は
後
か
ら
入
っ
て

く
る
者
（
新
た
な
株
主
）
を
自
動
的
に
拘
束
す
る
効
果
が
あ
り
、
そ
の

よ
う
な
強
い
効
果
と
の
バ
ラ
ン
ス
上
、
規
定
で
き
る
事
項
に
一
定
の
限

度
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
株
主
間
契
約
は
、
契
約
当
事
者
の

違
反
が
あ
っ
た
場
合
は
、
基
本
的
に
は
損
害
賠
償
の
問
題
と
し
て
捉
え

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
定
款
違
反
の
効
果
は
、
違
反
行
為
の
法
的
効

果
そ
の
も
の
へ
の
影
響
と
し
て
現
れ
る
。
定
款
自
治
が
大
幅
に
認
め
ら

れ
る
合
同
会
社
で
も
、
参
加
す
る
人
の
力
に
較
差
が
あ
る
場
合
は
、
司

法
が
介
入
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
て
い 

。
し
か
し
な
が
ら
、
定
款
は
誰

が
参
加
し
て
く
る
か
で
効
力
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
じ
ま
な

（
３
）る

（
４
）る

八
一
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築
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い
。
む
し
ろ
、
抽
象
的
に
誰
が
当
事
者
と
な
っ
て
も
一
律
に
そ
の
効
力

が
決
ま
る
と
い
う
性
質
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
定
款
と
株
主

間
契
約
に
は
、
法
的
効
力
が
与
え
ら
れ
る
規
定
の
範
囲
に
ど
の
よ
う
な

違
い
が
あ
る
の
か
、
そ
の
違
い
は
実
務
上
ど
う
い
う
影
響
が
出
て
く
る

の
か
が
問
題
と
な
る
。
あ
る
事
項
が
、
定
款
で
は
規
定
で
き
な
い
（
無

効
）
と
い
う
こ
と
と
、
株
主
間
契
約
で
規
定
で
き
な
い
（
無
効
）
と
い

う
こ
と
は
、
法
的
に
違
う
レ
ベ
ル
で
捉
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
。
も

し
、
定
款
自
治
に
制
約
が
あ
る
の
だ
と
す
る
と
、
合
同
会
社
を
設
立
す

る
に
あ
た
っ
て
も
、
定
款
に
規
定
す
る
項
目
と
株
主
間
契
約
に
残
す
項

目
と
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
ろ 

。

　
以
上
よ
り
、
論
点
は
二
つ
の
フ
ェ
ー
ズ
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
は
、

株
主
の
間
で
会
社
法
の
規
定
と
異
な
る
合
意
を
し
た
場
合
に
、
そ
の
合

意
が
法
的
に
効
力
を
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
強
行
法
規
性
の
問
題
で
あ

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
業
績
が
あ
る 

、
強

行
法
規
性
の
判
断
基
準
と
そ
の
論
拠
に
つ
い
て
確
定
的
な
結
論
が
出
た

と
言
え
る
段
階
に
は
至
っ
て
い
な 

。
第
二
は
、
定
款
で
定
め
る
事
項

と
株
主
間
契
約
で
定
め
る
事
項
の
配
分
に
関
わ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る

事
項
に
つ
い
て
会
社
法
の
規
定
と
異
な
る
合
意
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

る
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
事
項
は
す
べ
か
ら
く
株
主
間
契
約
で
規
定
す
る

こ
と
が
で
き
、
か
つ
そ
の
違
反
行
為
を
無
効
で
あ
る
と
し
た
り
、
違
反

行
為
を
事
前
に
差
し
止
め
た
り
、
あ
る
い
は
違
反
行
為
に
対
す
る
損
害

賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
れ
ら
の
事
項
の

（
５
）う

（
６
）が

（
７
）い

う
ち
な
お
、
定
款
で
規
定
す
べ
き
も
の
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
か
で
あ

 

。
本
論
稿
は
第
一
の
論
点
を
中
心
に
叙
述
す
る
。

第
二
節
　
会
社
法
の
強
行
法
規
性

　
１
　
強
行
法
規
性
論
の
系
譜

　
　（
１
）
組
織
法
・
行
為
法
二
分
論

　
わ
が
国
で
は
長
ら
く
、
株
式
会
社
法
の
規
定
は
対
外
関
係
・
対
内
関

係
い
ず
れ
に
関
す
る
も
の
も
強
行
法
規
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
の

論
拠
と
し
て
田
中
耕
太
郎
博
士
は
、
商
法
を
営
利
活
動
自
体
を
規
整
す

る
行
為
法
と
そ
の
た
め
の
組
織
な
い
し
設
備
を
規
制
す
る
組
織
法
と
に

分
け
、
前
者
を
支
配
す
る
原
理
が
任
意
法
規
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者

の
そ
れ
は
強
行
法
規
で
あ
る
と
し
、
そ
し
て
強
行
法
的
性
質
の
基
礎
を

営
利
活
動
の
確
保
に
求
め 

。
こ
れ
に
対
し
、
鈴
木
竹
雄
博
士
は
、

「（
田
中
耕
太
郎
博
士
）
の
理
論
は
、
株
式
会
社
の
対
外
関
係
に
関
す
る

法
規
に
つ
い
て
は
あ
て
は
ま
る
が
、
対
内
関
係
に
関
す
る
法
規
に
は
必

ず
し
も
妥
当
し
な
い
。
…
会
社
内
部
に
お
け
る
取
締
役
の
専
横
や
背
任

行
為
な
い
し
多
数
者
の
少
数
者
圧
迫
を
防
止
す
る
の
は
、
取
引
行
為
自

体
の
確
保
と
は
別
段
関
係
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
内
部
関
係
の
法
の
強

行
法
的
性
質
は
こ
れ
ら
の
行
為
を
自
分
の
力
で
は
防
止
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
者
の
た
め
法
が
後
見
的
作
用
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
弱
者
保
護
の
精
神
に
も
と
づ
く
も
の
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
、
強
行
法
規
性
の
基
礎
を
対
内
関

（
８
）る

（
９
）た

八
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係
と
対
外
関
係
に
分
け
て
説
明
す
べ
き
だ
と
し 

。

　
　（
２
）
小
規
模
閉
鎖
会
社
論

　
鈴
木
博
士
に
よ
る
研
究
の
後
は
、
株
式
会
社
法
が
強
行
法
規
で
あ
る

こ
と
に
つ
い
て
の
更
な
る
議
論
は
進
展
せ
ず
、
強
行
法
規
性
は
株
式
会

社
法
を
特
徴
づ
け
る
性
質
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
き 

。
一
方
、
わ

が
国
に
お
け
る
中
小
会
社
の
多
く
が
株
式
会
社
と
し
て
設
立
さ
れ
な
が

ら
、
会
社
の
対
内
関
係
が
人
的
会
社
の
そ
れ
と
し
て
運
営
さ
れ
る
実
態

が
生
じ
て
い
た
こ
と
に
対
応
す
る
た
め
、
学
説
は
、
株
式
会
社
法
の
強

行
法
規
性
を
所
与
の
条
件
と
し
つ
つ
、
会
社
法
の
規
定
を
守
っ
て
い
な

い
小
規
模
閉
鎖
会
社
に
お
け
る
法
規
整
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う

課
題
に
取
り
組
ん 

。
所
有
と
経
営
が
分
離
し
て
お
ら
ず
、
少
数
の
固

定
し
た
株
主
の
間
に
信
頼
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
る
株
式
会
社
の
株
主

に
よ
る
会
社
法
の
定
め
と
異
な
る
合
意
に
は
強
い
効
力
、
す
な
わ
ち
合

意
の
違
反
に
対
し
て
強
制
履
行
、
仮
処
分
、
株
主
総
会
決
議
の
瑕
疵
を

認
め
る
こ
と
が
提
示
さ
れ
た
。
こ
の
議
論
は
、
会
社
法
の
強
行
法
規
性

そ
の
も
の
の
検
討
よ
り
む
し
ろ
小
規
模
閉
鎖
会
社
の
内
部
紛
争
処
理
を

図
る
目
的
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取
っ
て
い
た
。

　
　（
３
）
法
と
経
済
学
ア
プ
ロ
ー
チ

　
一
九
九
〇
年
代
に
入
り
神
田
秀
樹
教
授
が
、
株
式
会
社
法
の
規
定
の

強
行
法
規
性
に
つ
き
、
契
約
に
よ
る
株
式
譲
渡
制
限
お
よ
び
取
締
役
の

辞
任
を
制
限
す
る
合
意
の
二
つ
の
ケ
ー
ス
を
取
り
上
げ
て
、
株
式
会
社

法
の
規
定
に
照
ら
し
て
そ
の
よ
う
な
合
意
の
効
力
が
否
定
さ
れ
る
か
ど

（
　
）
１０た

（
　
）
１１た

（
　
）
１２だ

う
か
の
一
般
理
論
の
提
示
を
試
み 

。
こ
の
論
文
と
相
前
後
し
て
、
小

規
模
閉
鎖
会
社
と
い
う
限
ら
れ
た
場
を
越
え
て
、
株
主
間
合
意
の
効
力

に
軸
足
を
置
い
た
議
論
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ 

。
こ
れ
ら
の
議

論
は
、
一
九
八
九
年
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ー
に
お
け
る

「
会
社
法
に
お
け
る
契
約
の
自
由
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ 

に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、「
法
と
経
済
学
」

の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
踏
ま
え
た
会
社
法
の
強
行
法
規
性
の
検
討
が
な
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
例
え
ば
、
神
田
教
授
・
藤
田
教
授
は
、
法
的
ル
ー
ル
の
一
般
的
な
特

質
と
存
在
意
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
特
徴
を
挙
げ
て
い 

。

　
第
一
に
、
法
的
ル
ー
ル
は
、
利
害
関
係
者
の
間
の
取
引
費
用
を
軽
減

す
る
効
果
を
有
す
る
。
大
多
数
の
取
引
交
渉
に
お
い
て
合
意
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
内
容
の
法
的
ル
ー
ル
が
存
在
し
て
い
れ
ば
、
当
事
者
が
改
め
て

交
渉
す
る
必
要
が
少
な
く
な
り
、
取
引
費
用
が
節
減
さ
れ
る
。
こ
の
場

合
法
的
ル
ー
ル
は
、
当
事
者
が
合
理
的
に
交
渉
し
た
な
ら
合
意
す
る
で

あ
ろ
う
内
容
を
用
意
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
第
二
に
、
法
的
ル
ー
ル
は

公
共
財
的
側
面
を
有
す
る
。
当
事
者
が
取
り
決
め
を
行
う
事
項
に
つ
い

て
将
来
発
生
し
得
る
あ
ら
ゆ
る
事
態
を
想
定
し
そ
の
解
決
を
定
め
る
に

は
非
常
な
コ
ス
ト
が
か
か
る
。
ま
た
仮
に
そ
の
よ
う
な
コ
ス
ト
を
投
下

し
た
成
果
と
し
て
極
め
て
網
羅
的
な
契
約
書
が
作
ら
れ
た
と
し
て
も
、

他
人
に
容
易
に
フ
リ
ー
・
ラ
イ
ド
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
こ
の
よ
う

な
場
合
に
、
法
が
ル
ー
ル
を
用
意
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。

（
　
）
１３た

（
　
）
１４た

（
　
）
１５ム

（
　
）
１６る八

三

株
主
間
契
約
の
効
力
と
定
款
自
治
の
限
界
の
再
構
築
（
１
）（
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さ
ら
に
、
同
じ
内
容
の
契
約
条
項
を
利
用
す
る
者
が
増
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
条
項
の
文
言
の
解
釈
を
め
ぐ
る
裁
判
例
が
蓄
積
し
て
、

同
じ
文
言
を
用
い
て
い
る
他
の
者
に
も
利
益
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う

「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
外
部
性
」
が
発
生
し
得
る
こ
と
か
ら
、
法
的
ル
ー
ル

が
最
適
ル
ー
ル
へ
の
統
一
と
い
う
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
で
き

る
。
第
三
に
、
法
的
ル
ー
ル
は
、
当
事
者
が
個
別
の
取
り
決
め
を
行
う

場
合
に
、
交
渉
の
出
発
点
と
な
る
。
但
し
、
初
期
設
定
の
ル
ー
ル
か
ら

離
脱
す
る
コ
ス
ト
に
関
し
、
交
渉
当
事
者
間
に
非
対
称
性
が
み
ら
れ
る

場
合
は
、
多
数
の
当
事
者
が
望
む
か
ど
う
か
で
初
期
設
定
を
す
る
の
は

適
切
で
な
い
。
第
四
に
、
法
的
ル
ー
ル
は
、
合
意
の
当
事
者
で
な
い
第

三
者
に
効
力
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
個
別
に
合
意

を
形
成
す
る
こ
と
が
不
可
能
か
困
難
な
者
の
間
で
あ
っ
て
も
、
合
意
の

成
立
を
認
め
て
そ
の
内
容
に
拘
束
力
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
会
社

の
定
款
は
、
こ
の
法
的
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
、
株
式
を
譲
り
受
け
て
株
主

と
な
っ
た
者
が
定
款
記
載
の
条
項
を
承
認
し
た
も
の
と
み
な
す
効
果
を

与
え
ら
れ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
法
的
ル
ー
ル
の
特
質
を
踏
ま
え
て
、
神
田
教
授
・
藤

田
教
授
は
、
株
式
会
社
法
に
お
け
る
強
行
法
規
の
背
後
に
は
性
格
の
異

な
る
い
く
つ
か
の
考
慮
が
あ
る
と
す 

。
第
一
に
、
交
渉
の
機
会
の
な

い
者
と
の
間
の
利
害
調
整
の
た
め
に
、
法
に
よ
っ
て
発
生
す
る
第
三
者

効
果
に
よ
り
不
利
益
を
受
け
る
可
能
性
の
あ
る
者
と
の
関
係
で
法
的

ル
ー
ル
が
必
要
と
さ
れ
る
場
面
、
第
二
に
、
公
共
財
と
し
て
の
画
一
性

（
　
）
１７る

（
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
・
パ
ッ
ケ
ー
ジ
）
の
メ
リ
ッ
ト
、
第
三
に
、
当
事
者

間
の
私
的
自
治
の
問
題
で
あ
り
な
が
ら
、
将
来
に
お
い
て
再
交
渉
が
な

さ
れ
る
可
能
性
を
残
し
て
お
く
こ
と
が
か
え
っ
て
効
率
的
で
な
い
結
果

を
も
た
ら
す
こ
と
に
対
し
て
、
法
が
介
入
し
て
再
交
渉
を
防
止
す
る
こ

 

、
第
四
に
、
株
式
会
社
に
お
け
る
資
本
多
数
決
の
意
思
決
定
が
、
す

べ
か
ら
く
株
主
全
体
の
利
益
の
増
大
つ
な
が
る
結
果
と
は
な
ら
な
い
可

能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
場
合
は
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
当
事
者
が

本
当
に
望
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
な
く
意
思

決
定
の
プ
ロ
セ
ス
に
問
題
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
割
り
切
っ
て
処
理

す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

　
２
　
強
行
法
規
性
の
意
義

　
強
行
法
規
と
は
、
私
的
自
治
に
限
界
を
画
し
、
そ
の
規
定
に
反
す
る

行
為
の
効
力
が
否
定
さ
れ
る
も
の
を
言
い
、
こ
れ
に
対
比
さ
れ
る
任
意

法
規
は
、
当
事
者
の
意
思
に
よ
っ
て
そ
の
適
用
を
排
除
し
う
る
規
定
で

あ 

。
し
か
し
な
が
ら
、
法
と
経
済
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
は
、
強
行

法
規
の
意
義
が
問
題
と
な
る
い
く
つ
か
の
特
徴
的
ケ
ー
ス
を
踏
ま
え
て

論
じ
る
必
要
が
出
て
く
る
。

　
第
一
に
、
強
行
法
規
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
人
的
範
囲
と
、
強
行
法
規

違
反
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
合
意
の
当
事
者
の
関
係
で
あ
る
。
例
え

ば
、
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
（
以
下
、
旧
商
法
）
二
〇
〇
条
一
項
は

株
主
有
限
責
任
の
原
則
を
定
め
て
い
た
が
、
こ
の
規
定
は
株
式
会
社
の

（
　
）
１８と（

　
）
１９る
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い
ず
れ
の
関
係
者
の
間
に
お
け
る
債
務
保
証
の
合
意
を
も
無
効
に
す
る

も
の 

。
株
主
に
よ
る
そ
の
よ
う
な
債
務
保
証
を
定
款
に
規
定
す
る
の

は
、
ま
さ
に
二
〇
〇
条
一
項
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
ケ
ー
ス
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
、
会
社
と
大
株
主
と
の
間
で
、
当
該
株
主
が
会
社
の
債
務

を
保
証
す
る
合
意
を
し
た
場
合
も
二
〇
〇
条
に
反
す
る
と
し
て
そ
の
合

意
の
効
力
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
ま
た
、
株
主
間
で
、
会

社
が
負
っ
て
い
る
債
務
を
共
同
で
弁
済
す
る
合
意
を
し
た
場
合
や
、
株

主
と
会
社
債
権
者
の
間
で
会
社
の
債
務
を
株
主
が
弁
済
す
る
こ
と
を
合

意
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
法
の
想
定
と
は
状
況
が
異
な
る
。

合
弁
会
社
に
お
い
て
は
出
資
者
間
で
合
弁
会
社
が
債
務
超
過
に
陥
っ
た

際
に
出
資
比
率
に
応
じ
て
増
資
を
行
う
と
い
う
条
項
が
設
け
ら
れ
た

り
、
中
小
企
業
の
オ
ー
ナ
ー
社
長
が
、
会
社
の
銀
行
か
ら
の
借
り
入
れ

に
つ
き
、
連
帯
保
証
を
差
し
入
れ
る
こ
と
は
実
務
で
一
般
的
に
行
わ
れ

て
い
る
。
株
主
有
限
責
任
の
原
則
が
こ
れ
ら
の
場
合
に
ま
で
貫
か
れ
る

も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
、
理
解
が
得
ら
れ
や
す

い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
株
式
会
社
法
の
強
行
規
定
は
、
誰
と

誰
の
間
の
私
的
自
治
を
規
制
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
検
討
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
に
、
強
行
規
定
に
違
反
し
た
行
為
の
効
果
の
問
題
が
あ
る
。
一

般
的
な
定
義
に
よ
れ
ば
強
行
法
規
に
反
す
る
行
為
は
法
的
効
果
を
否
定

さ
れ
る
が
、
例
え
ば
取
締
役
会
の
承
認
決
議
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
場
合

に
、
瑕
疵
あ
る
決
議
に
基
づ
き
な
さ
れ
た
会
社
の
重
要
な
財
産
の
売
買

（
　
）
２０か

は
無
効
と
な
る
か
、
株
主
総
会
の
招
集
は
ど
う
か
、
と
い
う
ケ
ー
ス
が

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
取
締
役
の
競
業
避
止
義
務
違
反
の
取
引
に
つ
い

て
は
、
当
該
取
締
役
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
お
よ
び
取
締
役
会
の

決
議
に
基
づ
く
介
入
権
の
行
使
が
認
め
ら
れ
、
取
引
そ
の
も
の
は
有
効

で
あ
る
と
扱
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
会
社
法
の
規
定
に
違
反
し
た

私
人
間
の
法
律
行
為
の
効
力
を
否
定
せ
ず
、
違
反
を
行
っ
た
取
締
役
の

責
任
を
追
及
で
き
る
と
す
る
規
定
も
、
取
締
役
の
責
任
を
問
う
と
い
う

点
に
お
い
て
強
行
法
規
性
を
有
す
る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
強
行
法
規

の
効
力
に
は
複
数
の
レ
ベ
ル
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な

る
。

　
第
三
に
、
上
記
第
一
お
よ
び
第
二
に
述
べ
た
点
を
踏
ま
え
て
、
会
社

法
の
な
か
に
強
行
法
規
と
任
意
法
規
が
並
存
す
る
と
認
め
ら
れ
る
、
あ

る
い
は
会
社
法
は
強
行
法
規
で
あ
る
と
し
て
も
そ
の
効
力
範
囲
が
ほ
ぼ

任
意
法
規
に
近
い
レ
ベ
ル
か
ら
一
切
の
逸
脱
を
認
め
ず
一
律
に
無
効
と

す
る
レ
ベ
ル
ま
で
幅
広
く
と
ら
え
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
と
す
る
と
、

そ
の
区
別
を
判
断
す
る
基
準
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
が
問
題
と
な

る
。
そ
し
て
会
社
法
の
規
定
か
ら
逸
脱
す
る
手
続
き
と
し
て
、
定
款
、

株
主
総
会
決
議
、
取
締
役
会
決
議
、
契
約
の
い
ず
れ
が
妥
当
な
も
の
と

し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
が
検
討
課
題
と
な
る
。

八
五

株
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間
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約
の
効
力
と
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の
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の
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（
１
）（
田
邉
）



　
３
　
 強
行
法
規
性
と
定
款
の
性
質

　
　（
１
）
定
款
の
性
質
論

　
定
款
の
性
質
を
如
何
に
解
す
る
か
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
契
約
の
約
款

と
す
る
説
、
組
合
契
約
が
発
展
し
た
も
の
と
す
る
説
、
自
治
法
規
で
あ

る
と
す
る
説
が
主
張
さ
れ
て
き
て
お
り
、
自
治
法
規
説
が
通
説
と
な
っ

て
い
る 

、
第
二
次
世
界
大
戦
前
に
お
い
て
は
む
し
ろ
契
約
説
が
有
力

で
あ
っ
た
よ
う
で
あ 

。

　
定
款
の
性
質
を
ど
う
見
る
か
と
い
う
学
説
の
対
立
は
、
定
款
作
成
行

為
の
性
質
に
関
す
る
学
説
の
対
立
と
関
連
す 

。
定
款
作
成
行
為
に
つ

い
て
は
、
か
つ
て
契
約
説
、
単
独
行
為
説
、
合
同
行
為
説
の
対
立
を
見

て
い 

。
通
説
は
、
定
款
作
成
行
為
を
合
同
行
為
と
し
、
そ
の
結
果
と

し
て
作
成
さ
れ
た
定
款
を
会
社
の
根
本
規
則
で
あ
り
自
治
法
規
と
し
て

い
る
。
他
方
、
会
社
法
の
強
行
法
規
性
に
つ
い
て
通
説
が
対
外
的
な
規

定
、
内
部
関
係
に
関
す
る
規
定
の
い
ず
れ
も
が
強
行
規
定
で
あ
る
と
し

て
き
た
こ
と
と
、
定
款
の
自
治
法
規
性
の
関
係
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も

明
快
で
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
、
遡
る
こ
と
昭
和
十
三
年
の
時
点
に
お

い
て
、
松
本
烝
治
博
士
が
、「
株
式
会
社
の
定
款
規
定
の
自
由
は
多
数

の
強
行
法
規
に
依
っ
て
多
大
の
制
限
を
受
け
て
居
る
こ
と
は
争
う
べ
か

ら
ざ
る
事
実
で
あ
る
が
、
然
る
が
故
に
定
款
規
定
の
自
由
が
原
則
に
非

ず
し
て
、
法
規
に
よ
っ
て
特
に
許
さ
れ
た
る
範
囲
に
於
い
て
定
款
規
定

の
自
由
あ
り
と
解
す
べ
き
も
の
に
非
ざ
る
は
言
を
俟
た
ざ
る
所
で
あ
ろ

 

」
と
し
て
、
株
式
会
社
の
定
款
は
自
由
に
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
　
）
２１が

（
　
）
２２る

（
　
）
２３る

（
　
）
２４た

（
　
）
２５う

と
す
る
こ
と
を
も
っ
て
議
論
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
と
す
べ
き
と
し
て
い

た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　
　（
２
）
松
本
烝
治
博
士
の
「
株
式
会
社
定
款
自
由
の
原
則
」
論

　
松
本
烝
治
博
士
は
株
式
会
社
に
お
け
る
定
款
自
由
の
原
則
論
に
つ
い

て
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
株
式
会
社
の
定
款
は
、
合
名
会
社
、
合
資
会
社
と
同
じ
く
原
則
と
し

て
当
事
者
（
発
起
人
）
が
自
由
に
こ
れ
を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

会
社
組
織
を
設
け
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
目
的
と
具
体
的
な
事
情
は
千

差
万
別
で
あ
り
、
そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
に
は
個
々
の
場
合
の
実
情
に

応
じ
て
適
切
な
定
款
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
べ

き
で
あ
り
、
定
款
の
規
定
が
法
律
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
会
社
の
本
質
に

反
し
、
ま
た
は
他
の
強
行
法
規
に
反
し
、
ま
た
は
公
序
良
俗
に
反
す
る

場
合
に
の
み
、
定
款
規
定
の
効
力
は
否
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
株
式
会
社
に
関
す
る
法
規
は
極
め
て
多
量
で
あ
る
と
同
時
に
そ
の
大

部
分
が
強
行
規
定
と
な
っ
て
お
り
、
株
式
会
社
の
定
款
規
定
の
自
由
は

そ
れ
ら
多
数
の
強
行
法
規
に
よ
っ
て
多
大
の
制
限
を
受
け
て
い
る
が
、

そ
れ
が
ゆ
え
に
法
規
に
よ
っ
て
特
に
許
さ
れ
た
範
囲
に
お
い
て
定
款
規

定
の
自
由
が
あ
る
と
解
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
定
款
は
ま
た
、
法
律

に
よ
り
与
え
ら
れ
た
自
治
立
法
権
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
自
治
法
の

性
格
を
有
し
て
お
り
、
定
款
規
定
自
由
の
原
則
は
、「
会
社
自
治
の
原

則
」
と
称
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
株
式
会
社
制
度
を
省
み
る
に
、
株
式

会
社
は
当
事
者
の
創
意
に
基
づ
く
定
款
規
定
に
よ
っ
て
法
律
の
予
想
を

八
六
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超
え
た
発
展
を
し
、
立
法
者
は
そ
の
弊
害
が
甚
だ
し
い
状
況
が
生
じ
た

こ
と
か
ら
、
そ
こ
で
初
め
て
制
限
あ
る
い
は
統
制
の
法
規
を
設
け
る
よ

う
に
な
り
、
現
在
の
複
雑
多
彩
な
株
式
会
社
法
制
度
に
至
っ
て
い
る
も

の
で
あ
っ
て
、
株
式
会
社
制
度
の
根
底
に
定
款
規
定
の
自
由
が
あ
る
こ

と
に
変
わ
り
は
な 

。

　
例
え
ば
、
定
款
を
も
っ
て
優
先
株
・
普
通
株
の
間
に
種
類
の
差
を
設

け
る
場
合
、
そ
の
不
平
等
が
法
規
ま
た
は
公
序
良
俗
に
反
す
る
場
合
に

限
り
否
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
法
規
が
明
文
で
定
め
た
以
外
の
差
を

設
け
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
論
拠
は
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
株
式

会
社
法
の
規
定
の
な
い
「
株
主
平
等
の
原
則
」
を
絶
対
視
し
、
そ
の
原

則
が
定
款
自
由
の
原
則
を
拘
束
す
る
と
の
論
理
は
と
り
え
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
法
規
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
あ
る
い
は
定
款
規
定
に
よ
っ
て

与
え
ら
れ
た
株
主
の
権
利
が
、
強
行
法
規
上
奪
う
こ
と
が
で
き
る
も
の

で
あ
る
と
し
て
も
、
定
款
変
更
に
よ
っ
て
こ
れ
を
剥
奪
す
る
こ
と
が
正

義
衡
平
の
観
念
に
反
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。
そ
の
例
と
し
て
は
、
株

主
の
利
益
配
当
請
求
権
ま
た
は
残
余
財
産
分
配
請
求
権
で
あ
り
、
そ
の

い
ず
れ
か
一
つ
を
否
定
す
る
定
款
規
定
は
違
法
で
は
な
い
が
、
定
款
変

更
に
よ
り
そ
の
い
ず
れ
か
の
権
利
を
奪
う
こ
と
は
株
主
の
期
待
を
根
本

的
に
覆
す
点
に
お
い
て
正
義
衡
平
に
反
す
る
場
合
が
多
い
と
考
え
ら
れ

る
た
め
で
あ 

。

　
以
上
の
よ
う
に
論
じ
た
松
本
博
士
の
所
論
は
、
株
式
会
社
の
定
款
の

本
質
は
、
精
緻
な
規
定
が
既
に
整
備
さ
れ
て
い
る
現
代
株
式
会
社
法
を

（
　
）
２６い

（
　
）
２７る

も
っ
て
論
ず
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
株
式
会
社
の
生
誕
、
成
長
か
ら
発

展
の
歴
史
的
過
程
か
ら
導
か
れ
る
べ
き
と
し
、
会
社
を
人
的
会
社
と
物

的
会
社
に
分
け
て
前
者
に
の
み
定
款
自
由
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
と
す

る
「
二
分
論
」
的
思
考
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を
提
示
し
て
い 

。

第
三
節
　
会
社
法
（
平
成
一
七
年
法
律
第
八
六
号
）
と
定
款
自
治

　
１
　
 定
款
自
治
の
範
囲
と
株
主
間
契
約
の
効
力
の
再
構
成

　
　（
１
）
会
社
法
制
の
現
代
化

　
会
社
法
（
平
成
一
七
年
法
律
第
八
六
号
）
の
立
法
作
業
は
、
会
社
法

制
の
現
代
化
と
い
う
大
き
な
テ
ー
マ
を
掲
げ
、
全
体
と
し
て
は
、
米
国

法
の
影
響
を
受
け
て
会
社
法
の
任
意
法
規
化
を
図
り
、
株
式
の
種
類
の

多
様
化
等
を
通
じ
て
、
少
数
株
主
の
排
除
等
に
よ
る
組
織
再
編
、
お
よ

び
企
業
買
収
等
に
お
け
る
防
衛
策
を
可
能
に
し
、
資
本
に
関
す
る
原
則

を
放
棄
し 

。
そ
し
て
、
有
限
会
社
と
閉
鎖
型
の
タ
イ
プ
の
株
式
会
社

の
規
律
を
一
体
化
し
、
公
開
会
社
で
な
い
株
式
会
社
を
ベ
ー
ス
に
し
た

統
一
的
会
社
法
典
と
な
り
、
他
の
諸
国
に
見
ら
れ
な
い
先
行
的
試
み
を

行
っ
た
。
こ
の
結
果
、
公
開
会
社
予
備
軍
、
地
場
の
有
力
企
業
か
ら
大

企
業
同
士
の
合
弁
会
社
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
、
同
族
企
業
に
い
た
る
ま

で
実
に
多
様
な
実
態
を
持
つ
会
社
群
が
一
つ
の
区
分
に
入
れ
込
ま
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
規
律
の
あ
り
方
に
対
し
て
は
、
所
有
と

経
営
の
分
離
の
有
無
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
、
経
営
監
視
機
構
の
強
制
や

定
款
自
治
を
認
め
る
か
否
か
か
ら
二
つ
に
区
分
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い

（
　
）
２８る

（
　
）
２９た
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と
の
批
判
が
あ 

。

　
米
国
に
お
け
る
株
主
の
信
認
義
務
の
よ
う
な
株
主
間
の
利
害
調
整
理

論
を
持
た
な
い
わ
が
国
は
、
そ
の
議
論
を
深
め
な
い
ま
ま
過
度
の
規
制

の
廃
止
を
大
義
名
分
と
し
て
大
き
く
契
約
自
由
の
世
界
に
踏
み
出
し

た
。
し
か
し
会
社
法
が
利
用
者
に
対
し
て
自
ら
作
り
上
げ
る
こ
と
を
求

め
る
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
真
に
使
い
や
す
い
会
社
法
制
が
実
現
さ
れ

る
た
め
に
は
、
定
款
自
治
の
範
囲
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　（
２
）
会
社
法
に
お
け
る
定
款
自
治
の
範
囲

　
平
成
一
三
年
・
一
四
年
の
商
法
改
正
お
よ
び
会
社
法
の
制
定
に
よ

り
、
従
前
株
主
間
契
約
で
処
理
さ
れ
て
い
た
株
式
の
種
類
お
よ
び
機
関

構
成
に
つ
き
、
大
幅
な
定
款
自
治
が
明
文
で
認
め
ら
れ
る
に
い
た
っ

た
。
こ
の
結
果
と
し
て
、
定
款
自
治
の
限
界
を
議
論
す
べ
き
フ
ィ
ー
ル

ド
は
、
大
き
く
外
縁
に
移
動
し
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
そ
れ
に
伴
い
、

株
主
間
契
約
で
処
理
せ
ず
と
も
会
社
法
が
定
款
に
よ
る
組
み
立
て
を
認

め
て
い
る
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
、「
敢
え
て
」
株
主
間
契
約
を
締
結
し

た
場
合
に
、
そ
の
事
実
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
か
が
問
題
と
な
っ

て
く
る
。

　
会
社
法
二
九
条
は
、
旧
商
法
に
な
か
っ
た
規
定
と
し
て
、「
第
二
七

条
各
号
［
絶
対
的
記
載
事
項
］
お
よ
び
前
条
各
号
［
変
態
設
立
事
項
］

に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
株
式
会
社
の
定
款
に
は
、
こ
の
法
律
の
規
定

に
よ
り
定
款
の
定
め
が
な
け
れ
ば
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
事
項
お
よ
び

（
　
）
３０る

そ
の
他
の
事
項
で
こ
の
法
律
に
違
反
し
な
い
も
の
を
記
載
し
、
又
は
記

録
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
て
い
る
。
立
法
担
当
官
は
、
定
款
自

治
の
範
囲
は
明
確
に
示
さ
れ
て
お
り
、「
定
款
に
別
段
の
定
め
の
あ
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
等
の
文
言
が
な
い
場
合
は
、
一
切
修
正

を
認
め
な
い
と
い
う
趣
旨
を
述
べ
て
い 

。
し
か
し
な
が
ら
、
以
下
に

論
じ
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
定
款
自
治
の
範
囲
は
解
釈
の
余
地
な
く
明

ら
か
と
は
言
い
難 

。

　
　（
ⅰ
）
剰
余
金
配
当
・
残
余
財
産
分
配
に
関
す
る
定
め

　
会
社
法
一
〇
五
条
二
項
は
、
株
主
に
剰
余
金
の
配
当
を
受
け
る
権
利

お
よ
び
残
余
財
産
の
分
配
を
受
け
る
権
利
の
全
部
を
与
え
な
い
旨
の
定

款
の
定
め
は
、
そ
の
効
力
を
有
し
な
い
と
す
る
。
こ
の
規
定
は
、
会
社

の
営
利
性
を
間
接
的
に
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
最
低
ラ
イ
ン
と
し

て
、
剰
余
金
の
配
当
を
受
け
る
権
利
ま
た
は
残
余
財
産
の
分
配
を
受
け

る
権
利
の
い
ず
れ
か
が
株
主
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
し
た
も
の
で

あ
る
。
ま
た
、
公
開
会
社
以
外
の
会
社
に
お
い
て
は
、
剰
余
金
分
配
請

求
権
お
よ
び
残
余
財
産
分
配
請
求
権
に
つ
い
て
、
株
主
ご
と
に
異
な
る

取
扱
い
を
行
う
旨
の
定
め
を
定
款
に
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
〇
九

条
二
項
）。
こ
の
よ
う
に
、
剰
余
金
の
配
当
と
残
余
財
産
の
分
配
に
関

し
て
、
会
社
法
は
定
款
自
治
の
明
文
規
定
を
設
け
た
が
、
そ
れ
で
は
、

一
〇
五
条
二
項
の
範
囲
内
の
定
款
規
定
で
あ
れ
ば
い
か
な
る
場
合
も
会

社
法
上
の
問
題
を
生
じ
な
い
か
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な

い
。
例
え
ば
、
剰
余
金
の
配
当
は
受
け
ら
れ
ず
残
余
財
産
の
分
配
請
求

（
　
）
３１る

（
　
）
３２い

八
八
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権
の
み
を
有
す
る
株
式
を
設
け
た
場
合
に
、
常
に
剰
余
金
を
全
額
配
当

す
る
と
実
質
的
に
は
残
余
財
産
の
分
配
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

る
。
ま
た
、
剰
余
金
の
配
当
を
受
け
る
権
利
は
あ
る
が
、
残
余
財
産
の

分
配
請
求
権
が
な
い
株
式
を
設
け
た
場
合
、
常
に
剰
余
金
を
配
当
せ
ず

に
内
部
留
保
す
る
と
、
そ
の
株
主
は
実
質
的
に
剰
余
金
の
配
当
請
求
権

も
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
。
定
款
自
体
は
許
容
さ
れ
た
自
治
の
範
囲
内
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
少
数
株
主
の
請
求
権
を
事
実
上
封
じ
る
よ
う
な
適

用
の
態
様
が
、
そ
の
よ
う
な
自
治
の
想
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か

ど
う
か
は
問
題
で
あ 

。

　
　（
ⅱ
）
議
決
権
に
関
す
る
定
め

　
公
開
会
社
以
外
の
会
社
で
は
、
株
主
総
会
に
お
け
る
議
決
権
に
つ
い

て
、
株
主
ご
と
に
異
な
る
取
扱
い
を
行
う
旨
を
定
款
で
定
め
る
こ
と
が

で
き
る
（
一
〇
九
条
二
項
）。
こ
の
規
定
は
、
種
類
株
式
と
は
別
に
、

株
主
の
個
性
に
着
目
し
た
定
め
で
あ
り
、
従
来
の
有
限
会
社
法
の
規
定

（
旧
有
限
会
社
法
三
九
条
）
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は

全
く
制
約
な
く
異
な
る
取
扱
い
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
つ
い
て

は
検
討
を
要
す 

。
従
来
の
有
限
会
社
に
お
い
て
は
、
幅
広
い
定
款
自

治
が
適
用
さ
れ
る
と
の
理
解
か
ら
、
剰
余
金
配
当
、
残
余
財
産
分
配
、

議
決
権
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
も
持
分
の
内
容
に
つ
き
異
な
る
定
款
の

定
め
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
き 

。
会
社
法
は
、
剰
余
金

配
当
、
残
余
財
産
分
配
、
議
決
権
の
三
つ
に
つ
い
て
属
人
的
に
別
扱
い

で
き
る
こ
と
を
明
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
有
限
会
社
と
同
様
、
属

（
　
）
３３る

（
　
）
３４る

（
　
）
３５た

人
的
定
め
が
具
体
的
な
強
行
法
規
も
し
く
は
株
式
会
社
の
本
質
に
反

し
、
ま
た
は
公
序
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
か
つ
、
株
主

の
基
本
的
な
権
利
を
奪
う
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な 

。

　
会
社
法
一
〇
九
条
二
項
は
、
株
主
平
等
原
則
を
定
め
た
一
〇
九
条
一

項
の
例
外
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
会
社
法
下
の
株

式
会
社
に
よ
る
議
決
権
に
関
す
る
種
類
株
式
の
発
行
に
は
、
株
主
平
等

原
則
に
由
来
す
る
内
在
的
制
約
が
存
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
例
え
ば
、
議
決
権
の
定
め
に
つ
い
て
、
少
数
株
主
に
多
数
株
主
よ

り
大
き
な
議
決
権
を
常
に
与
え
た
り
、
一
株
二
議
決
権
の
定
め
を
設
け

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
一
〇
九
条
一
項
の
例
外
と
し
て
公
開

会
社
以
外
の
株
式
会
社
に
限
り
属
人
的
な
定
款
規
定
が
許
さ
れ
て
お

り
、
ま
た
、
会
社
法
は
複
数
議
決
権
を
明
示
的
に
認
め
て
い
な
い
（
三

〇
八
条
一
項
）
こ
と
か
ら
す
る
と
、
議
決
権
が
持
株
数
と
全
く
逆
転
し

て
し
ま
う
よ
う
な
定
款
上
の
取
扱
い
や
複
数
議
決
権
株
式
は
認
め
ら
れ

な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ 

。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ

と
で
、
公
開
会
社
の
議
決
権
制
限
株
式
の
総
数
が
発
行
済
株
式
総
数
の

二
分
の
一
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
一
一
五
条
）
こ
と

と
の
調
和
も
保
た
れ 

。

　
数
種
の
株
式
を
発
行
す
る
会
社
に
お
い
て
は
、
単
元
株
式
数
を
株
式

の
種
類
ご
と
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
お
り
（
一
八
八
条

三
項
）、
議
決
権
に
関
す
る
格
別
の
定
め
を
有
す
る
株
式
と
の
関
係
を

ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
り
得
る
。
単
元
株
制

（
　
）
３６い

（
　
）
３７る

（
　
）
３８る

八
九
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度
は
株
主
管
理
コ
ス
ト
の
軽
減
を
主
た
る
目
的
と
し
て
い
る
。
ま
た
種

類
株
式
が
発
行
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
各
種
類
の
株
式
の
市
場
価
格
に

格
差
が
あ
る
な
ど
、
一
単
元
の
株
式
の
数
を
株
式
の
種
類
ご
と
に
違
え

る
ほ
う
が
合
理
的
な
ケ
ー
ス
が
あ
り
得
る
こ
と
が
、
一
八
八
条
三
項
の

背
景
に
あ 

。
こ
の
場
合
、
一
単
元
の
株
式
数
に
ど
の
程
度
格
差
を
つ

け
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
議
決
権
に
つ
い
て
格
別
の
定
め
を
お
い
た
株

式
と
同
様
と
考
え
れ
ば
、
二
倍
以
上
の
格
差
を
つ
け
る
と
、
事
実
上
複

数
議
決
権
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
単
元
株
制
度
が
管
理
コ
ス
ト
の
低
減
を
目
的
と

し
て
お
り
、
各
種
の
株
式
の
市
場
価
格
の
格
差
を
反
映
し
て
一
単
元
の

株
式
数
を
定
め
る
こ
と
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
必
ず
し

も
二
倍
に
こ
だ
わ
る
必
然
性
は
な
い
と
も
考
え
ら
れ 

。
し
か
し
、
市

場
価
格
の
格
差
の
反
映
が
種
類
ご
と
の
一
単
元
の
株
数
設
定
の
基
礎
と

な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
種
類
株
式
間
で
市
場
価
格
に
一
単
元
の
株
数

を
乗
じ
た
値
に
著
し
い
差
異
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
は
、
一
一
五
条
の
立

法
趣
旨
か
ら
も
疑
問
が
残 

。

　
従
来
用
い
ら
れ
て
き
た
議
決
権
拘
束
契
約
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
定
款

に
記
載
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、
会
社
法
の
規
定
か
ら
は
必
ず
し
も
明

ら
か
で
な
い
。
公
開
会
社
で
な
い
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
株
主
総
会

に
お
け
る
議
決
権
に
つ
い
て
株
主
ご
と
に
異
な
る
取
扱
い
を
行
う
旨
を

定
款
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
規
定
（
一
〇
九
条
二
項
・
一
〇
五

条
一
項
三
号
）
か
ら
、
一
概
に
議
決
権
拘
束
の
内
容
を
定
款
に
記
載
す

（
　
）
３９る

（
　
）
４０る

（
　
）
４１る

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ 

。
従
来
定

款
に
規
定
す
る
こ
と
に
は
な
じ
ま
な
い
と
さ
れ
て
き
た
属
人
的
な
議
決

権
拘
束
を
内
容
と
す
る
定
款
規
定
に
つ
い
て
も
、
議
決
権
に
つ
い
て
の

属
人
的
規
定
に
法
律
上
の
裏
付
け
が
与
え
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
今
後

は
株
式
譲
渡
に
あ
た
っ
て
は
、
譲
受
人
側
で
定
款
を
チ
ェ
ッ
ク
す
べ
し

と
の
判
断
を
す
る
余
地
が
出
て
く
る
と
考
え
ら
れ 

。

　
　（
ⅲ
）
株
式
譲
渡
制
限
に
関
す
る
定
め

　
会
社
法
は
、
譲
渡
制
限
株
式
の
規
定
を
整
備
し
、
旧
商
法
に
お
い
て

定
款
自
治
の
範
囲
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
か
っ
た
点
を
整
理
し
た
。

第
一
に
、
譲
渡
承
認
機
関
に
つ
い
て
は
、
取
締
役
会
設
置
会
社
で
は
取

締
役
会
、
そ
れ
以
外
の
会
社
で
は
株
主
総
会
の
決
議
を
要
す
る
と
し

（
一
三
九
条
一
項
）、
定
款
で
別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
取
締
役
会
設
置
会
社
に
お
い
て
決

定
機
関
を
株
主
総
会
あ
る
い
は
代
表
取
締
役
と
定
め
る
こ
と
が
可
能
と

な
っ
た
。
但
し
、
株
式
の
譲
渡
制
限
は
本
来
株
主
が
自
分
の
仲
間
を
選

択
す
る
形
が
望
ま
し
く
、
決
定
権
限
を
代
表
取
締
役
や
執
行
役
等
さ
ら

に
下
位
の
機
関
に
委
ね
る
場
合
は
、
承
認
の
可
否
に
つ
き
一
定
の
基
準

を
定
め
、
そ
の
基
準
に
し
た
が
っ
て
個
々
の
承
認
請
求
を
処
理
す
る
こ

と
を
委
ね
る
形
に
す
る
こ
と
が
制
度
趣
旨
に
合
致
す 

。
但
し
、
下
位

機
関
へ
の
委
任
の
態
様
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
法
文
は
明
ら
か
に
し

て
い
な
い
。

　
第
二
に
、
種
類
株
式
の
内
容
と
し
て
、
譲
渡
制
限
を
定
め
る
こ
と
が

（
　
）
４２う

（
　
）
４３る（

　
）
４４る
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認
め
ら
れ
た
（
一
〇
八
条
一
項
四 

。

　
第
三
に
、
定
款
に
よ
る
譲
渡
制
限
を
し
な
が
ら
、
株
主
間
の
譲
渡
は

自
由
で
あ
る
と
定
め
る
こ
と
が
、
一
〇
七
条
二
項
一
号
ロ
に
よ
り
可
能

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
譲
渡
株
主
の
属
性
に
よ

る
区
別
が
株
主
平
等
の
原
則
（
一
〇
九
条
一
項
）
に
反
す
る
場
合
は
、

定
款
の
定
め
は
無
効
で
あ 

。

　
第
四
に
譲
渡
の
手
続
き
に
関
し
て
、
先
買
権
条
項
を
定
款
に
規
定
で

き
る
こ
と
が
、
明
文
で
認
め
ら
れ
た
（
一
四
〇
条
四
項
、
五
項
）。
一

方
、
価
格
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
定
款
自
治
が
及
ば
な
い
と
の
趣
旨
で

規
定
さ
れ
て
い
る
（
一
四
四
条
二
項
な
い
し
四
項
）。
し
か
し
な
が

ら
、
一
四
四
条
一
項
が
売
買
価
格
を
会
社
と
譲
渡
株
主
と
の
協
議
に

よ
っ
て
定
め
る
と
し
て
い
る
点
は
旧
商
法
と
同
じ
で
あ
り
、「
協
議
の

ル
ー
ル
」
を
定
款
に
記
載
す
る
こ
と
は
、
任
意
的
記
載
事
項
と
し
て
認

め
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
と
考
え 

。

　
　（
ⅳ
）
業
務
執
行
の
制
約
に
関
す
る
定
め

　
会
社
法
で
は
、
株
主
総
会
の
権
限
を
取
締
役
会
設
置
会
社
と
そ
れ
以

外
の
会
社
と
で
分
別
し
て
い
る
。
取
締
役
会
設
置
会
社
以
外
の
株
式
会

社
の
場
合
、
株
主
総
会
は
法
令
・
定
款
に
定
め
ら
れ
た
事
項
に
限
ら

ず
、
強
行
規
定
ま
た
は
株
式
会
社
の
本
質
に
反
し
な
い
限
り
、
会
社
の

組
織
・
運
営
・
管
理
そ
の
他
会
社
に
関
す
る
一
切
の
事
項
に
つ
き
決
議

で
き
る
（
二
九
五
条
一 

。
ま
た
、
法
令
に
よ
り
株
主
総
会
の
決
議

事
項
と
定
め
ら
れ
た
も
の
の
範
囲
が
、
取
締
役
会
設
置
会
社
の
株
主
総

（
　
）
４５号
）

（
　
）
４６る

（
　
）
４７る

（
　
）
４８項
）

会
よ
り
広
い
。
例
え
ば
、
譲
渡
制
限
株
式
の
譲
渡
承
認
（
一
三
九
条
一

項
）、
自
己
株
式
の
取
得
価
格
等
・
取
得
条
項
付
株
式
を
取
得
す
る
日

等
の
決
定
（
一
五
七
条
一
項
、
一
六
八
条
一
項
等
）、
株
式
の
分
割
の

決
定
（
一
八
三
条
二
項
）、
取
締
役
の
競
業
・
利
益
相
反
取
引
の
承
認

（
三
五
六
条
一
項
）
等
が
含
ま
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
株
主
が
株
主
総
会

の
決
議
を
通
じ
て
会
社
経
営
に
関
与
す
る
こ
と
が
法
令
上
想
定
さ
れ
て

い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
取
締
役
会
設
置
会
社
の
株
主
総
会
は
、
法
令
ま
た
は

定
款
に
定
め
た
事
項
に
限
り
決
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
二
九
五
条
二

項
）。
迅
速
か
つ
機
動
的
な
経
営
上
の
意
思
決
定
の
確
保
と
、
株
式
会

社
の
実
質
的
所
有
者
で
あ
る
株
主
の
意
思
の
経
営
へ
の
反
映
と
い
う
必

要
性
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
、
株
主
が
意
思
決
定
の
機
動
性
を
犠
牲
に
し
て

も
自
ら
経
営
に
関
与
し
よ
う
と
考
え
る
場
合
に
ま
で
、
そ
れ
を
禁
ず
る

必
要
は
な
い
と
い
う
点
は
、
旧
商
法
下
の
考
え
方
と
変
わ
ら
な
い
が
、

会
社
法
が
取
締
役
会
設
置
会
社
と
そ
う
で
な
い
会
社
の
区
分
を
設
け
て

株
主
に
選
択
権
を
委
ね
、
か
つ
後
者
に
対
し
て
は
す
べ
て
の
業
務
執
行

の
決
定
権
限
を
株
主
総
会
に
移
管
す
る
こ
と
を
明
文
で
認
め
た
こ
と
か

ら
、
取
締
役
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
実
質
的
に
会
社
の
組
織
、
運

営
、
管
理
全
般
に
わ
た
る
事
項
に
つ
い
て
株
主
総
会
の
決
議
事
項
と
す

る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
ま
た
、
種
類
株
主
を
発
行
す
る
会
社
に
お
い
て
は
、
法
令
に
規
定
さ

れ
た
事
項
に
つ
き
、
種
類
株
主
総
会
の
決
議
を
要
す
る
ほ
か
、
定
款
に
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定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
種
類
株
主
総
会
の
決
議
事
項
を
拡
張
す
る
こ
と

が
で
き
る
（
三
二
一
条
）。
す
な
わ
ち
、
定
款
で
定
め
る
こ
と
に
よ

り
、
旧
商
法
下
で
任
意
種
類
株
主
総
会
の
権
限
で
あ
っ
た
株
主
総
会
・

取
締
役
会
の
決
議
事
項
に
つ
い
て
の
拒
否
権
行
使
以
外
の
決
議
に
も
権

限
が
拡
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
三
二
一
条
に
よ
っ
て
定
款
で
定
め

る
こ
と
で
種
類
株
主
総
会
の
権
限
に
で
き
る
事
項
の
範
囲
が
問
題
と
な

り
得
る
。
一
部
の
種
類
の
株
主
の
意
思
の
み
が
反
映
さ
れ
る
種
類
株
主

総
会
で
あ
る
以
上
、
株
主
総
会
決
議
事
項
・
取
締
役
会
決
議
事
項
の
す

べ
て
が
決
議
で
き
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
当
該
種
類
株
主
の
利
害
に
密

接
な
関
係
が
あ
る
事
項
の
み
が
、
定
款
に
定
め
る
こ
と
で
種
類
株
主
総

会
の
権
限
に
で
き
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ 

。「
定
款
の
定
め
に
よ
り
」

と
規
定
し
て
あ
っ
て
も
、
合
理
的
な
定
款
の
定
め
か
ど
う
か
が
問
題
で

あ 

。

　
　（
ⅴ
）
小
括

　
会
社
法
は
、
当
事
者
間
の
合
意
に
よ
っ
て
処
分
可
能
な
規
律
に
関
し

て
は
、
広
く
定
款
自
治
を
認
め
る
と
い
う
考
え
方
に
立
ち
、
基
本
的
に

す
べ
て
の
規
定
を
強
行
規
定
と
し
た
上
で
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
要
件

と
は
異
な
る
要
件
を
定
款
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
場
合

に
は
、
逐
一
、
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
な
規
定
上
の
手
当
て
を

行
っ
て
い
る
と
立
法
担
当
官
に
よ
り
説
明
さ
れ
て
い 

。
し
か
し
な
が

ら
、
定
款
自
治
が
明
文
で
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
解
釈
の
余
地

が
あ
る
も
の
、
あ
る
い
は
定
款
自
治
が
明
文
で
認
め
ら
れ
て
い
る
が
そ

（
　
）
４９う

（
　
）
５０る

（
　
）
５１る

の
限
界
が
明
ら
か
で
な
い
も
の
が
存
在
す
る
。

　
一
般
契
約
法
の
世
界
で
は
、
契
約
自
由
の
原
則
が
支
配
す
る
が
、
そ

れ
が
前
提
と
す
る
当
事
者
の
立
場
の
対
等
性
・
互
換
性
が
事
実
上
失
わ

れ
て
い
る
消
費
者
取
引
等
に
お
い
て
は
、
こ
の
原
則
が
制
約
さ
れ
て
い

 

。
会
社
法
で
は
、
資
本
多
数
決
が
前
面
に
出
て
く
る
た
め
、
多
数
派

に
よ
る
横
暴
を
い
か
に
防
止
す
る
か
が
課
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

定
款
自
治
が
認
め
ら
れ
て
い
る
項
目
で
あ
っ
て
も
、
ま
っ
た
く
の
自
由

が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な 

。
一
方
、
会
社
法
の
規
定
は
一
点
の
曇

り
も
な
く
定
款
自
治
の
範
囲
を
明
記
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
く
、
強
行

的
な
世
界
と
自
治
の
世
界
の
区
分
が
立
法
に
よ
っ
て
判
然
と
し
た
状
況

に
な
っ
た
と
も
言
い
難
い
。
規
制
緩
和
を
旗
印
と
す
る
会
社
法
制
定
が

実
現
し
た
現
段
階
に
お
い
て
、
改
め
て
定
款
自
治
の
限
界
を
律
す
る
理

論
的
基
礎
が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な 

。

　
　（
３
）
会
社
法
に
お
け
る
株
主
間
契
約
の
意
義

　
会
社
法
は
、
定
款
自
治
の
範
囲
を
拡
大
し
た
。
特
に
株
式
会
社
の
機

関
構
成
に
つ
い
て
は
、
旧
商
法
が
会
社
の
種
類
・
区
分
に
よ
っ
て
原
則

的
に
固
定
し
て
い
た
の
に
対
し
、
い
く
つ
か
の
基
本
的
な
ル
ー
ル
を
定

め
た
上
で
、
大
幅
に
会
社
ご
と
の
定
款
に
よ
る
設
計
の
自
由
を
認
め
て

い
る
。
取
締
役
の
選
任
・
解
任
や
業
務
執
行
の
制
約
の
合
意
（
拒
否

権
）
に
つ
い
て
は
、
旧
商
法
の
平
成
一
三
年
、
一
四
年
改
正
に
よ
っ
て

種
類
株
式
に
よ
る
対
応
が
可
能
と
な
っ
て
い
た
が
、
会
社
法
に
お
い
て

は
、
種
類
株
式
の
発
行
に
加
え
（
一
〇
八
条
一
項
八
号
、
九
号
）、
公

（
　
）
５２る

（
　
）
５３い

（
　
）
５４い
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開
会
社
で
な
い
株
式
会
社
に
お
い
て
は
さ
ら
に
自
治
の
範
囲
が
拡
大
さ

れ
た
（
一
〇
九
条
二
項
）。

　
取
締
役
の
選
任
に
関
す
る
合
意
に
つ
い
て
は
、
公
開
会
社
で
な
い
株

式
会
社
に
あ
っ
て
は
、
剰
余
金
の
配
当
を
受
け
る
権
利
、
残
余
財
産
の

分
配
を
受
け
る
権
利
、
株
主
総
会
に
お
け
る
議
決
権
に
つ
い
て
は
、
株

式
の
内
容
が
同
一
で
あ
っ
て
も
株
主
ご
と
に
異
な
る
取
扱
い
を
定
款
で

定
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
〇
九
条
二
項
）。
こ
れ
に
よ
り
例
え
ば
、

取
締
役
の
定
員
が
六
名
の
会
社
で
、
三
名
の
株
主
が
、
そ
れ
ぞ
れ
三

名
、
二
名
、
一
名
の
取
締
役
選
任
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き

る
旨
を
定
款
に
規
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ 

。
ま
た
、
定
款
変
更
に

つ
い
て
も
、
少
数
株
主
に
拒
否
権
を
与
え
る
こ
と
が
定
款
で
実
現
で
き

る
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
た
（
三
〇
九
条
二 

。

　
と
は
言
え
、
法
改
正
後
も
、
合
弁
契
約
の
実
務
で
は
種
類
株
式
を
利

用
せ
ず
に
、
株
主
間
契
約
の
み
で
対
応
す
る
こ
と
が
引
き
続
き
行
わ
れ

て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い 

。
定
款
を
通
常
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
と

あ
ま
り
違
う
内
容
に
し
た
く
な
い
、
あ
る
い
は
従
来
株
主
間
契
約
で
規

定
し
て
い
た
内
容
を
定
款
に
記
載
し
て
も
効
力
が
認
め
ら
れ
る
か
心
配

で
あ
る
と
い
う
漠
然
と
し
た
意
識
や
、
将
来
株
式
譲
渡
や
新
株
発
行
等

で
株
主
構
成
が
変
わ
っ
た
場
合
に
、
定
款
変
更
を
失
念
す
る
こ
と
で
思

わ
ぬ
第
三
者
に
拒
否
権
が
与
え
ら
れ
る
結
果
を
回
避
し
た
い
と
い
う
意

識
に
よ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
会
社
法
は
会
社
法
の
規
定
に
違
反
し
な

い
事
項
を
定
款
に
記
載
で
き
る
こ
と
（
任
意
的
記
載
事
項
）
を
明
文
で

（
　
）
５５る

（
　
）
５６項
）

（
　
）
５７る

認
め
た
が
（
二
九
条
）、
定
款
に
規
定
す
る
こ
と
で
現
在
お
よ
び
将
来

の
株
主
を
拘
束
で
き
る
効
果
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
限
界
が
株
主

間
契
約
で
規
定
で
き
る
こ
と
と
ど
の
程
度
相
違
し
て
い
る
の
か
は
必
ず

し
も
明
ら
か
で
な
く
、
そ
の
よ
う
な
不
安
か
ら
株
主
間
契
約
が
選
択
さ

れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。

　
株
主
間
契
約
は
、
会
社
法
の
強
行
法
規
性
の
束
縛
か
ら
逃
れ
る
た
め

に
利
用
さ
れ
て
き
た
。
学
説
は
、「
閉
鎖
会
社
」「
中
小
会
社
」「
株
主

全
員
の
合
意
」「
株
主
間
の
人
的
関
係
」
と
言
っ
た
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を

踏
ま
え
て
、
株
主
間
契
約
を
少
し
ず
つ
認
知
し
て
き
た
。
こ
こ
に
至
り

定
款
に
よ
っ
て
株
主
の
個
性
に
着
目
し
た
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
認
め

ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
の
延
長
線
上
で
株
主
間
契
約
を
用
い

た
場
合
に
そ
の
効
力
を
ど
う
評
価
す
る
か
は
、
立
法
の
目
的
を
ど
れ
だ

け
社
会
に
浸
透
さ
せ
る
か
と
い
う
ポ
リ
シ
ー
と
関
わ
っ
て
く
る
。

　
閉
鎖
型
の
タ
イ
プ
の
株
式
会
社
の
利
用
者
は
、
専
ら
株
式
公
開
会
社

を
規
整
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
法
規
整
か
ら
逸
れ
る
ツ
ー
ル
で
あ
る

株
主
間
契
約
に
つ
い
て
、
そ
の
法
的
状
況
を
十
分
に
理
解
し
て
当
事
者

間
で
将
来
を
見
越
し
た
富
の
配
分
を
協
議
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
層

（
ク
ラ
ス 

）
と
、
そ
の
よ
う
な
知
識
が
な
く
ま
た
そ
れ
を
サ
ポ
ー
ト

す
る
専
門
家
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
お
ら
ず
、
人
的
関
係
頼
み
の
層
（
ク

ラ
ス
二
）
に
大
き
く
分
か
れ 

。
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
層
の
利
用
者
が

株
式
会
社
と
い
う
同
じ
器
を
利
用
し
て
い
る
わ
が
国
に
お
け
る
状
態
を

踏
ま
え
て
、
両
者
を
区
分
し
て
後
者
の
層
に
対
し
て
は
別
個
の
法
規
整

（
　
）
５８一

（
　
）
５９る
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を
提
供
す
べ
き
で
あ
る
と
の
大
小
会
社
区
分
立
法
の
議
論
が
な
さ
れ
て

き
た
。
し
か
し
、
結
果
と
し
て
会
社
法
は
、
ク
ラ
ス
一
、
ク
ラ
ス
二
の

ど
ち
ら
の
利
用
者
も
会
社
法
の
強
行
規
定
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
望
ん
で

い
る
こ
と
を
前
提
に
、
同
じ
器
の
ま
ま
そ
の
作
り
方
に
自
由
度
を
与
え

る
形
で
解
を
出
し 

。

　
公
開
会
社
予
備
軍
と
し
て
小
規
模
同
族
会
社
と
は
一
線
を
画
す
る
属

性
の
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
の
利
用
者
は
、
法
規
整
を
使
い
こ
な
す
ク
ラ
ス

一
の
層
に
区
分
さ
れ
て
い 

。
し
か
し
、
そ
の
利
用
者
は
、
ベ
ン

チ
ャ
ー
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
よ
う
に
ク
ラ
ス
一
に
区
分
さ
れ
る
「
プ
ロ
中

の
プ
ロ
」
と
、
成
長
の
志
は
高
い
が
会
社
を
め
ぐ
る
法
規
整
に
つ
い
て

は
知
識
も
経
験
も
乏
し
い
ク
ラ
ス
二
に
属
す
る
起
業
家
に
さ
ら
に
分
か

れ 

。
い
わ
ば
プ
ロ
と
ア
マ
の
間
の
契
約
と
い
う
点
に
お
い
て
、
プ
ロ

側
（
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
）
主
導
に
よ
る
附
合
契
約
的
な
株
主

間
契
約
が
交
わ
さ
れ
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
事
業
資
金
を
欲
す

る
起
業
家
は
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
提
示
し
た
出
資
契
約
の
条

件
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
、
数
年
後
業
績
が
向
上
し
な
か
っ
た
場
合
に

は
、
経
営
権
を
取
り
上
げ
ら
れ
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
に
乗
っ
取

ら
れ
た
結
果
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ 

。

　
こ
の
よ
う
に
利
用
者
の
置
か
れ
た
立
場
の
相
違
に
よ
り
、
株
主
間
契

約
の
効
果
に
つ
い
て
も
異
な
っ
た
考
慮
が
生
ま
れ
て
く
る
。
ク
ラ
ス
一

同
士
の
合
弁
会
社
の
よ
う
な
場
合
に
あ
っ
て
は
、
定
款
自
治
に
よ
る
強

制
力
の
強
い
手
段
の
利
用
可
能
性
が
高
い
の
で
、
定
款
自
治
が
可
能
で

（
　
）
６０た

（
　
）
６１る

（
　
）
６２る

（
　
）
６３る

あ
り
な
が
ら
あ
え
て
株
主
間
契
約
を
選
択
し
た
場
合
に
は
、
債
権
的
契

約
の
効
果
を
甘
受
す
べ
き
と
言
え
よ
う
。
株
主
間
契
約
は
、
合
意
内
容

の
公
開
を
望
ま
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
一
部
の
株
主
だ
け
で
合
意
を
形

成
し
た
い
場
合
に
、
そ
の
限
ら
れ
た
効
果
を
踏
ま
え
て
利
用
す
べ
き
で

あ 

。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
ク
ラ
ス
二
の
小
規
模
な
閉
鎖
型
の
タ
イ
プ
の
会
社

に
お
い
て
は
、
定
款
自
治
の
道
が
開
か
れ
た
と
は
言
え
、
そ
れ
を
活
用

す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
働
か
な
い
可
能
性
が
大
き
い
。
実
際
、
有
限

会
社
は
定
款
自
治
の
原
則
が
妥
当
す
る
と
解
さ
れ
て
き
た 

、
実
務
上

は
、「
よ
り
小
規
模
な
公
開
さ
れ
て
い
な
い
株
式
会
社
」
と
し
て
、
市

販
の
ひ
な
型
定
款
が
そ
の
ま
ま
利
用
さ
れ
、
実
質
的
に
は
社
員
間
の
合

意
に
よ
っ
て
会
社
運
営
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
定
款
自
治
を

使
い
こ
な
せ
な
い
利
用
者
に
対
し
、
定
款
自
治
が
利
用
で
き
た
の
だ
か

ら
株
主
間
契
約
に
は
強
い
効
果
を
認
め
な
い
と
す
る
と
、
小
規
模
閉
鎖

会
社
に
お
け
る
少
数
株
主
保
護
の
議
論
が
な
さ
れ
る
前
の
状
態
に
戻
る

だ
け
の
こ
と
に
な
る
。
小
規
模
な
閉
鎖
型
の
タ
イ
プ
の
会
社
の
場
合
、

会
社
法
が
制
定
さ
れ
た
と
は
い
え
、
世
代
交
代
で
も
な
い
限
り
直
ち
に

株
主
間
の
合
意
事
項
を
盛
り
込
む
定
款
変
更
を
行
う
と
は
期
待
で
き
な

い
。

　
以
上
よ
り
、
ク
ラ
ス
一
の
会
社
法
利
用
者
に
は
、
強
い
法
的
効
果
を

求
め
る
場
合
は
定
款
自
治
を
利
用
す
る
よ
う
促
し
、
ク
ラ
ス
二
の
利
用

者
は
、
定
款
自
治
を
使
い
こ
な
せ
な
い
弱
者
で
あ
り
株
主
間
契
約
に
強

（
　
）
６４る

（
　
）
６５が 九

四
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波
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い
効
果
を
認
め
て
救
済
し
、
そ
し
て
混
合
ク
ラ
ス
が
参
加
す
る
ベ
ン

チ
ャ
ー
企
業
の
出
資
契
約
に
お
い
て
は
、
附
合
契
約
論
を
適
用
し
て
、

ク
ラ
ス
一
株
主
（
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
等
）
に
よ
る
ク
ラ
ス
二

株
主
（
起
業
家
、
そ
の
他
の
少
数
派
株
主
）
の
圧
迫
を
抑
止
す
る
と
い

う
こ
と
も
可
能
性
と
し
て
考
え
ら
れ 

。
閉
鎖
型
の
タ
イ
プ
の
会
社
の

そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
反
映
し
た
法
の
適
用
と
い
う
こ
と
も
認
識
さ
れ
て

よ 

。
し
か
し
な
が
ら
、
会
社
法
の
利
用
者
を
ク
ラ
ス
分
け
し
て
分
析

す
る
論
者
も
、
法
的
洗
練
性
に
よ
っ
て
株
主
間
契
約
の
効
力
に
差
を
つ

け
る
こ
と
は
解
釈
論
と
し
て
は
否
定
し
て
い 

。
あ
る
利
用
者
が
ど
の

ク
ラ
ス
に
属
す
る
か
は
、
消
費
者
契
約
に
お
け
る
事
業
者
と
消
費
者
ほ

ど
に
は
明
確
で
な
い
し
、
区
分
作
業
に
伴
う
コ
ス
ト
（
例
え
ば
、
あ
る

当
事
者
が
ど
の
ク
ラ
ス
に
属
す
る
か
を
訴
訟
で
決
定
す
る
コ
ス
ト
）
は

少
な
く
な
く
、
会
社
法
の
場
合
、
利
用
者
の
法
的
洗
練
性
を
効
力
の
解

釈
基
準
と
す
る
こ
と
は
困
難
を
伴
う
。

　
そ
こ
で
、
株
主
間
契
約
に
つ
い
て
は
、
そ
の
締
結
行
為
に
お
い
て
、

会
社
法
の
ル
ー
ル
自
体
が
一
定
の
手
続
要
件
を
課
し
て
ル
ー
ル
か
ら
逸

脱
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
こ
と
と
対
比
し
て
、
そ
の
手
続
き
を
回
避

す
る
も
の
と
し
て
当
該
ル
ー
ル
の
保
護
目
的
を
害
し
な
い
か
、
と
い
う

観
点
か
ら
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
会
社
法
は
株
主
総
会
の
決
議
手

続
と
い
う
ル
ー
ル
か
ら
の
逸
脱
と
し
て
、
書
面
決
議
を
ル
ー
ル
化
し
て

い
る
（
三
一
九
条
）。
書
面
決
議
は
、
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で

き
る
株
主
全
員
が
書
面
（
ま
た
は
電
磁
的
記
録
）
に
よ
り
同
意
の
意
思

（
　
）
６６る

（
　
）
６７い

（
　
）
６８る

表
示
を
し
た
場
合
に
認
め
ら
れ
る
の
で
、
株
主
全
員
が
当
事
者
と
な
っ

て
い
る
株
主
間
契
約
は
、
書
面
決
議
に
よ
る
定
款
変
更
に
準
じ
た
手
続

き
が
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き 

。
こ
れ
に
対
し
、
一
部

の
株
主
に
よ
る
株
主
間
契
約
は
、
書
面
決
議
ル
ー
ル
が
強
行
的
に
定
め

る
株
主
全
員
一
致
の
ル
ー
ル
か
ら
逸
脱
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
手
続

面
に
お
い
て
も
は
や
定
款
と
は
隔
絶
し
た
も
の
と
し
て
扱
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
も
当
事
者
間
に
債
権
的
効
力
が
認
め

ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
次
に
、
株
主
全
員
に
よ
り
締
結
さ
れ
た
株
主
間
契
約
の
規
定
内
容
に

つ
い
て
は
、
定
款
に
よ
っ
て
も
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
規
定
（
二
九

条
）
で
あ
れ
ば
、
定
款
に
準
じ
た
効
力
を
認
め
て
よ
い
。
例
え
ば
、
取

締
役
の
選
任
等
の
議
決
権
拘
束
、
業
務
執
行
に
関
す
る
裁
量
の
制
約
な

ど
、
種
類
株
式
や
全
株
式
譲
渡
制
限
会
社
に
お
け
る
属
人
的
定
め
（
一

〇
九
条
二
項
）
等
を
利
用
し
て
定
款
自
治
で
も
実
質
的
に
実
行
で
き
る

内
容
の
株
主
間
契
約
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
定
め
る
と
こ
ろ
に

反
し
た
株
主
総
会
決
議
に
瑕
疵
を
生
ぜ
し
め
る
と
考
え 

。

　
会
社
法
に
お
け
る
定
款
自
治
の
拡
大
に
よ
り
、
従
来
株
主
間
契
約
で

処
理
さ
れ
て
き
た
事
項
が
定
款
自
治
で
行
え
る
よ
う
に
な
り
、
株
主
間

契
約
に
強
い
効
力
を
認
め
る
実
務
的
必
要
性
は
以
前
に
比
べ
て
減
少
し

た
と
も
考
え
ら
れ
る
一
方
、
書
面
決
議
に
準
じ
た
手
続
と
み
な
せ
る
全

株
主
に
よ
る
株
主
間
契
約
に
対
し
て
は
、
定
款
自
治
で
実
現
で
き
る
こ

と
が
ら
を
規
定
し
て
い
る
範
囲
で
、
定
款
に
準
じ
た
効
力
を
認
め
て
よ

（
　
）
６９る

（
　
）
７０る

九
五

株
主
間
契
約
の
効
力
と
定
款
自
治
の
限
界
の
再
構
築
（
１
）（
田
邉
）



い
。

　
書
面
決
議
に
準
じ
た
手
続
で
実
質
的
に
定
款
と
同
じ
効
果
の
規
定
を

定
め
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
株
主
間
契
約
は
定
款
そ
の
も
の
で
は
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
契
約
内
容
に
反
す
る
総
会
決
議
が
行
わ
れ
た
と
し

て
も
、
定
款
に
違
反
し
た
決
議
（
八
三
一
条
一
項
二
号
）
と
は
な
ら

ず
、
総
会
決
議
瑕
疵
の
根
拠
は
、
著
し
く
不
公
正
な
決
議
（
八
三
一
条

一
項
一
号
）
に
求
め
る
こ
と
に
な
ろ 

。
し
か
し
な
が
ら
、
株
主
間
契

約
に
違
反
す
る
行
為
を
直
ち
に
公
序
良
俗
に
反
す
る
と
ま
で
は
言
い
難

い
た 

、
株
主
間
契
約
違
反
に
定
款
違
反
と
同
等
の
効
果
を
与
え
る
た

め
に
は
、
株
主
間
契
約
と
定
款
に
共
通
の
原
理
を
橋
渡
し
す
る
必
要
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
定
款
や
株
主
間
契
約
に
よ
る
事
前
的

な
解
決
が
で
き
な
い
場
合
に
当
事
者
の
関
係
を
律
す
る
共
通
の
法
概
念

を
、
以
下
検
討
す
る
。

　
定
款
や
株
主
間
契
約
で
事
前
的
な
解
決
が
で
き
な
い
場
合
、
支
配
株

主
は
会
社
お
よ
び
他
の
株
主
に
対
し
誠
実
義
務
（Treuepflicht

            
）
を
負

う
と
し
て
、
問
題
解
決
を
図
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
き 

。
誠
実
義
務

と
は
、
支
配
株
主
が
一
種
の
付
随
義
務
と
し
て
、
会
社
お
よ
び
他
の
株

主
に
対
し
負
う
義
務
で
あ
り
、
支
配
株
主
の
権
利
行
使
（
事
実
上
の
影

響
力
の
行
使
を
含
む
。）
の
際
の
行
動
基
準
ま
た
は
限
界
を
画
す
る
。

ド
イ
ツ
の
有
限
会
社
や
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
ロ
ー
マ
法
的
社
団
理

論
の
影
響
か
ら
、
構
成
員
は
会
社
に
対
し
て
法
令
ま
た
は
定
款
で
認
め

ら
れ
た
具
体
的
な
権
利
お
よ
び
義
務
（
出
資
義
務
）
以
上
の
も
の
を
有

（
　
）
７１う

（
　
）
７２め

（
　
）
７３た

せ
ず
、
構
成
員
相
互
の
間
に
は
法
的
関
係
を
認
め
る
余
地
は
な
い
と
さ

れ
て
き 

。
し
か
し
伝
統
的
社
団
理
論
で
は
、
多
数
派
株
主
に
よ
る
少

数
派
株
主
の
抑
圧
問
題
に
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
株

主
は
他
の
株
主
に
対
し
自
己
の
社
員
的
利
益
を
い
わ
ば
客
観
的
な
意
味

で
信
用
し
て
任
せ
ざ
る
を
得
な
い
た
め
、
会
社
の
利
益
お
よ
び
会
社
へ

の
参
加
に
よ
り
必
然
的
に
結
び
付
け
ら
れ
る
他
の
社
員
の
利
益
を
顧
慮

す
べ
き
義
務
が
あ
る
と
す
る
の
が
誠
実
義
務
論
の
基
礎
で
あ 

。
誠
実

義
務
の
強
度
は
、
法
令
お
よ
び
定
款
に
よ
り
、
会
社
財
産
お
よ
び
他
の

株
主
の
利
益
に
関
連
し
て
、
株
主
に
認
容
さ
れ
た
影
響
力
行
使
の
可
能

性
と
一
致
す
る
。
小
株
主
で
あ
っ
て
も
、
株
主
総
会
で
議
決
権
を
行
使

す
る
場
合
は
、
会
社
お
よ
び
他
の
株
主
の
利
益
を
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
議
決
権
行
使
が
結
果
に
影
響
を
与
え
な
い
限
り
そ
の
義
務

は
問
題
と
な
ら
な
い
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
株
主
が
社
員
た
る

資
格
に
基
づ
く
影
響
力
を
行
使
し
て
直
接
ま
た
は
間
接
に
会
社
の
業
務

執
行
に
介
入
す
る
場
合
に
は
、
当
該
株
主
は
会
社
に
対
し
て
誠
実
義
務

を
負
い
、
そ
の
義
務
違
反
が
あ
る
と
き
は
取
締
役
と
同
様
の
責
任
を
負

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
限
り
で
株
主
有
限
責
任
の
原
則
は
妥
当

せ
ず
、
株
主
有
限
責
任
の
重
要
な
前
提
と
し
て
、
株
主
が
会
社
の
業
務

執
行
を
行
わ
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ 

。

　
し
か
し
な
が
ら
、
誠
実
義
務
論
は
、
所
有
と
経
営
が
分
離
し
て
い
な

い
小
規
模
な
閉
鎖
型
の
タ
イ
プ
の
会
社
に
株
主
有
限
責
任
を
認
め
な
い

と
い
う
会
社
法
制
の
根
底
に
関
わ
る
帰
結
を
認
め
る
も
の
で
あ 

、
そ

（
　
）
７４た

（
　
）
７５る

（
　
）
７６る

（
　
）
７７り

九
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の
た
め
会
社
法
人
格
の
法
理
と
の
関
係
も
不
分
明
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
ま
た
、
例
え
ば
、
取
締
役
の
解
任
に
あ
た
っ
て
も
株
主
に
無
制
限

の
解
任
権
が
あ
る
（
三
三
九
条
）
わ
け
で
は
な
く
、
会
社
の
利
益
の
た

め
に
議
決
権
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
制
限
に
服
す
る
こ

と
と
な
る
が
、
そ
の
要
件
は
明
確
で
は
な 

。
さ
ら
に
は
、
取
締
役
の

選
解
任
に
あ
た
り
会
社
の
利
益
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
優
れ

た
経
営
能
力
を
持
た
な
い
多
数
派
株
主
は
自
ら
が
取
締
役
に
な
る
の
を

自
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
消
極
的
義
務
に
も
つ
な
が
り
か
ね

ず
、
射
程
範
囲
も
明
確
で
な
い
と
い
う
難
点
が
あ
る
。

　
そ
こ
で
本
論
稿
は
、
誠
実
義
務
に
代
わ
っ
て
、
定
款
自
治
お
よ
び
株

主
間
契
約
の
効
力
の
理
論
的
基
礎
を
会
社
法
に
よ
り
明
文
化
さ
れ
た
株

主
平
等
原
則
（
一
〇
九
条
一
項
）
に
求
め
、
次
項
に
お
い
て
そ
の

フ
ィ
ー
ジ
ビ
リ
テ
ィ
を
検
証
す
る
。
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Ⅰ
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織
設
計
の

可
能
性
―
二
人
会
社
の
場
合
―
」
商
事
法
務
一
四
〇
二
号
三
六
頁
注
（
五
）（
一

九
九
五
年
）
は
、
会
社
法
の
強
行
規
定
に
違
反
す
る
た
め
定
款
に
記
載
で
き
な

い
取
り
決
め
が
、
株
主
間
契
約
と
し
て
も
当
然
に
無
効
と
は
な
ら
ず
、
定
款
に

記
載
で
き
な
い
取
り
決
め
が
全
て
強
行
法
規
違
反
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま

た
定
款
に
記
載
す
る
こ
と
に
は
馴
染
ま
な
い
が
株
主
間
契
約
に
記
載
す
る
こ
と

は
で
き
る
と
い
う
取
り
決
め
が
あ
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。

九
七

株
主
間
契
約
の
効
力
と
定
款
自
治
の
限
界
の
再
構
築
（
１
）（
田
邉
）



 

森
田
果
「
株
主
間
契
約
（
一
）」
法
協
雑
誌
一
一
八
巻
三
号
九
六
頁
注
（
一
二

五
）（
二
〇
〇
一
年
）
は
、
宍
戸
教
授
の
問
題
提
起
が
、
従
来
余
り
議
論
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
例
外
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
森
田
論
文
は
、「
株
主
間
契
約

（
一
） ～ （
六
・
完
）」
法
協
雑
誌
一
一
八
巻
三
号
五
四
頁
（
二
〇
〇
一
年
）、
一
一

九
巻
六
号
八
八
頁
、
九
号
一
頁
、
一
〇
号
三
四
頁
（
二
〇
〇
二
年
）
一
二
〇
巻

一
二
号
一
頁
（
二
〇
〇
三
年
）、
一
二
一
巻
一
号
一
頁
（
二
〇
〇
四
年
）［
以

下
、
森
田
「
株
主
間
契
約
（
一
） ～ （
六
）」
と
省
略
］
か
ら
成
る
。

 

ま
た
、
神
谷
・
前
掲
注
（
７
）
七
一
頁
は
、
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
（
以

下
、
旧
商
法
）
二
〇
〇
条
の
強
行
法
規
性
に
言
及
し
た
上
で
、
強
行
法
規
の
効

力
の
レ
ベ
ル
を
、（
ⅰ
）
定
款
に
よ
っ
て
も
契
約
に
よ
っ
て
も
逸
脱
す
る
こ
と
を

認
め
な
い
、（
ⅱ
）
定
款
に
よ
っ
て
逸
脱
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
一
定

の
場
合
に
は
契
約
に
よ
っ
て
逸
脱
す
る
こ
と
は
認
め
る
、（
ⅲ
）
契
約
に
よ
る
逸

脱
は
一
般
的
に
認
め
る
、（
ⅳ
）
定
款
に
よ
っ
て
逸
脱
す
る
こ
と
も
認
め
る
、
と

い
う
四
つ
の
区
分
で
紹
介
し
て
い
る
。

（
９
） 

田
中
耕
太
郎
「
組
織
法
と
し
て
の
商
法
と
行
為
法
と
し
て
の
商
法
」
法
協
雑

誌
四
三
巻
七
号
一
頁
以
下
（
一
九
二
五
年
）、
同
『
改
訂
会
社
法
概
論
上
巻
』
二

二
六－

二
二
七
頁
（
岩
波
書
店
・
一
九
五
五
年
）。

（
　
） 

鈴
木
竹
雄
「
商
法
に
お
け
る
組
織
と
行
為
」
我
妻
栄
＝
鈴
木
竹
雄
編
『
田
中

１０
先
生
還
暦
記
念 
商
法
の
基
本
問
題
』
九
一
頁
以
下
（
有
斐
閣
・
一
九
五
二
年
）、

鈴
木
竹
雄
『
新
版
会
社
法
〔
全
訂
第
五
版
〕』
三
〇
頁
（
弘
文
堂
・
一
九
九
四

年
）。

（
　
） 

龍
田
節
『
会
社
法
〔
第
一
〇
版
〕』
二
四
頁
、
二
八
頁
、
三
七
頁
（
有
斐
閣
・

１１
二
〇
〇
五
年
）、
北
沢
正
啓
『
会
社
法
〔
第
六
版
〕』
四
九
頁
（
青
林
書
院
・
二
〇

〇
一
年
）、
石
山
卓
磨
『
現
代
会
社
法
講
義
』
三
七
頁
（
成
文
堂
・
二
〇
〇
三

年
）。

（
　
） 

酒
巻
俊
雄
『
閉
鎖
的
会
社
の
法
理
と
立
法
』（
日
本
評
論
社
・
一
九
七
三
年
）、

１２

浜
田
道
代
『
ア
メ
リ
カ
閉
鎖
会
社
法
―
そ
の
展
開
と
現
状
お
よ
び
日
本
法
へ
の

提
言
―
』（
商
事
法
務
研
究
会
・
一
九
七
四
年
）、
同
「
株
主
の
無
条
件
株
式
買
取

請
求
権
（
一
）（
二
）（
三
）
―
閉
鎖
会
社
立
法
へ
の
提
言
―
」
商
事
法
務
九
八

二
号
五
九
頁
、
九
八
三
号
一
二
頁
、
九
八
四
号
二
四
頁
（
一
九
八
三
年
）、
青
竹

正
一
『
続
小
規
模
閉
鎖
会
社
の
法
規
整
』（
文
眞
堂
・
一
九
八
八
年
）
な
ど
。

（
　
） 

神
田
・
前
掲
注
（
６
）。

１３
（
　
） 

黒
沼
悦
郎
「
会
社
法
の
強
行
法
規
性
」
法
学
教
室
一
九
四
号
一
二
頁
以
下
（
一

１４
九
九
六
年
）、
野
田
博
「
会
社
法
規
定
の
類
型
化
に
お
け
る
「enabling

        
規
定
」
の

位
置
と
そ
の
役
割
・
問
題
点
（
上
）（
下
）」
一
橋
論
叢
一
二
二
巻
一
号
一
頁
以
下

（
一
九
九
九
年
）、
一
二
三
巻
一
号
一
九
〇
頁
以
下
（
二
〇
〇
〇
年
）。
野
田
教
授

は
、
米
国
に
お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
て
、
会
社
法
規
定
を
「
強
行
規
定

（m
andatory

rules

 
              
）」「
補
充
的
規
定
（suppletory

ordefaultrules

                           
）」「enablin

       g  

規
定
」
の
三
つ
に
分
類
す
る
。

 

な
お
、
旧
商
法
下
で
の
会
社
法
の
強
行
法
規
性
に
関
す
る
議
論
の
状
況
を
ま

と
め
た
も
の
と
し
て
、
組
織
形
態
と
法
に
関
す
る
研
究
会
（
座
長
：
前
田
庸
）

「「
組
織
形
態
と
法
に
関
す
る
研
究
会
」
報
告
書
」
金
融
研
究
二
二
巻
四
号
六
〇－

六

九
頁
（
二
〇
〇
三
年
）
が
あ
る
。

（
　
）89
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１５
（
　
） 

神
田
秀
樹
＝
藤
田
友
敬
「
株
式
会
社
法
の
特
質
、
多
様
性
、
変
化
」
三
輪
芳

１６
明
ほ
か
編
『
会
社
法
の
経
済
学
』
四
五
三－

四
六
一
頁
（
東
大
出
版
会
・
一
九
九

九
年
）。

（
　
） 

神
田
＝
藤
田
・
前
掲
注
（
　
）
四
六
四－

四
六
八
頁
。

１７

１６

（
　
） 

再
交
渉
の
可
能
性
を
事
前
に
封
じ
て
い
る
例
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
信
託
証
書

１８
法
が
社
債
条
件
の
う
ち
主
要
な
も
の
の
変
更
を
禁
止
し
て
い
る
（15

U
.S.C.§§

    
         

77aaa-77bbbb

            
（2006

    
））。
藤
田
友
敬
「
社
債
権
者
集
会
と
多
数
決
に
よ
る
社
債

の
内
容
の
変
更
」
落
合
誠
一
ほ
か
編
『
鴻
常
夫
先
生
古
稀
記
念
　
現
代
企
業
立

九
八

筑
波
法
政
第
四
十
三
号
（
二
〇
〇
七
）



法
の
軌
跡
と
展
望
』
二
一
七
頁
以
下
（
商
事
法
務
研
究
会
・
一
九
九
五
年
）
参

照
。

（
　
） 

幾
代
通
『
民
法
総
則
〔
第
二
版
〕」
一
九
八
頁
（
青
林
書
院
・
一
九
八
四
年
）、

１９
四
宮
和
夫
＝
能
見
善
久
『
民
法
総
則
〔
第
五
版
増
補
版
〕』
二
二
五
頁
（
弘
文

堂
・
二
〇
〇
〇
年
）。

（
　
） 

神
田
・
前
掲
注
（
６
）
三
頁
。
本
項
の
問
題
提
起
は
、
神
田
教
授
の
所
論
に
拠

２０
る
。

（
　
） 

上
柳
克
郎
ほ
か
編
『
新
版
注
釈
会
社
法
（
二
）』
五
五
頁
〔
中
西
正
明
〕（
有

２１
斐
閣
・
一
九
八
五
年
）。（
以
下
『
新
版
注
釈
会
社
法
』
は
『
新
注
会
』
と
略
表

記
。）

（
　
） 

高
山
藤
次
郎
『
新
訂
會
社
定
款
論
』
六
一
頁
、
六
五
頁
（
巖
松
堂
書
店
・
一
九

２２
三
九
年
）。
松
本
烝
治
「
株
式
会
社
に
於
け
る
定
款
自
由
の
原
則
と
其
例
外
」

『
私
法
論
文
集
続
編
』
二
九
八
頁
（
巖
松
堂
書
店
・
一
九
三
八
年
）
に
お
い
て
松

本
博
士
は
、「
会
社
定
款
の
性
質
に
付
い
て
は
多
数
学
者
は
会
社
内
部
の
法
律
関

係
を
定
む
る
契
約
書
又
は
契
約
書
類
似
の
も
の
と
解
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
自

ら
は
自
治
法
規
説
に
立
つ
。

（
　
） 

高
山
・
前
掲
注
（
　
）
六
〇
頁
は
、
定
款
の
性
質
は
、
①
会
社
設
立
を
目
的
と

２３

２２

す
る
契
約
、
②
そ
の
契
約
の
履
行
と
し
て
の
定
款
作
成
行
為
、
③
そ
の
作
成
行

為
の
結
果
た
る
定
款
、
の
三
者
の
性
質
を
区
別
し
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
す
る
。

（
　
） 

高
山
藤
次
郎
『
例
解
會
社
定
款
論
』
四
頁
（
巖
松
堂
書
店
・
一
九
二
八
年
）、

２４
西
本
寛
一
『
株
式
會
社
定
款
論
』
五
頁
（
大
同
書
院
・
一
九
三
四
年
）、
高
山
・
前

掲
注
（
　
）
六
一
頁
。

２２

（
　
） 

松
本
・
前
掲
注
（
　
）
二
九
七
頁
。
旧
仮
名
遣
い
を
現
代
仮
名
遣
い
に
変
更

２５

２２

し
、
ま
た
当
用
漢
字
に
置
き
換
え
た
。
松
本
論
文
は
、
大
杉
謙
一
「LLC

   

に
お

け
る
定
款
自
治
の
基
礎
―
な
ぜ
わ
が
国
の
学
説
は
有
限
会
社
に
定
款
自
治
を
認

め
て
こ
な
か
っ
た
の
か
」
弥
永
真
生
ほ
か
編
『
現
代
企
業
法
･金
融
法
の
課
題
』

二
五
頁
（
弘
文
堂
・
二
〇
〇
四
年
）
に
よ
り
、
わ
が
国
に
お
い
て
か
つ
て
定
款
自

治
を
原
則
的
に
認
め
る
有
力
少
数
説
が
存
在
し
て
い
た
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
。

（
　
） 

松
本
・
前
掲
注
（
　
）
二
九
七－

二
九
八
頁
。

２６

２２

（
　
） 

松
本
・
前
掲
注
（
　
）
三
〇
三－

三
一
四
頁
。

２７

２２

（
　
） 

最
近
の
学
説
で
は
、
青
竹
教
授
が
定
款
自
治
を
広
く
認
め
る
立
場
を
取
り
、

２８
一
般
株
主
、
少
数
株
主
の
利
益
と
な
る
場
合
、
あ
る
い
は
株
主
の
権
利
を
不
当

に
制
限
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
場
合
は
、
明
文
の
規
定
が
無
く
て
も
定
款
自
治

は
許
さ
れ
る
と
す
る
（
青
竹
正
一
『
会
社
法
』
三
〇
頁
（
信
山
社
・
二
〇
〇
三

年
）、
同
「
株
主
の
契
約
」
平
出
慶
道
ほ
か
編
『
現
代
企
業
法
の
理
論
―
菅
原
菊

志
先
生
古
稀
記
念
論
集
』
二
四
頁
、
二
八
頁
（
信
山
社
・
一
九
九
八
年
））。

（
　
） 

江
頭
憲
治
郎
「「
現
代
化
」
の
基
本
方
針
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
六
七
号
六
頁
以

２９
下
（
二
〇
〇
四
年
）、
岩
原
紳
作
「
新
会
社
法
の
意
義
と
問
題
点
」
商
事
法
務
一

七
七
五
号
四
頁
以
下
（
二
〇
〇
六
年
）、
相
澤
哲
「
会
社
法
制
定
の
経
緯
と
概

要
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
九
五
号
八
頁
以
下
（
二
〇
〇
五
年
）。

（
　
） 

岩
原
紳
作
「
会
社
区
分
の
あ
り
方
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
六
七
号
三
七－

三
八

３０
頁
（
二
〇
〇
四
年
）、
稲
葉
威
雄
「
定
款
自
治
の
拡
大
―
株
式
会
社
の
機
関
設

計
」
企
業
会
計
五
七
巻
一
二
号
八
〇
頁
（
二
〇
〇
五
年
）。

（
　
） 

相
澤
哲
＝
郡
谷
大
輔
「
新
会
社
法
の
解
説
（
一
）
会
社
法
制
の
現
代
化
に
伴

３１
う
実
質
改
正
の
概
要
と
基
本
的
な
考
え
方
」
商
事
法
務
一
七
三
七
号
一
六
頁

（
二
〇
〇
五
年
）。

（
　
） 

会
社
法
が
相
対
的
記
載
事
項
を
網
羅
的
に
規
定
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘

３２
す
る
も
の
と
し
て
、
宍
戸
・
前
掲
注
（
５
）
二
一－

二
三
頁
、
稲
葉
威
雄
『
会
社

法
の
基
本
を
問
う
』
一
八
五－

一
八
九
頁
（
中
央
経
済
社
・
二
〇
〇
六
年
）。
宍

戸
教
授
は
、
定
款
自
治
の
範
囲
が
明
確
で
な
い
条
文
を
三
つ
の
類
型
に
分
類
し

て
い
る
。
①
定
款
自
治
が
明
文
で
認
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
一
概
に
否
定
さ
れ

九
九

株
主
間
契
約
の
効
力
と
定
款
自
治
の
限
界
の
再
構
築
（
１
）（
田
邉
）



る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
解
釈
の
余
地
が
残
る
も
の
（
存
続
期
間
を
限
定
し
た

任
意
種
類
株
主
総
会
、
議
決
権
拘
束
契
約
の
定
款
記
載
、
普
通
株
式
の
み
が
発

行
さ
れ
て
い
る
場
合
の
配
当
可
能
利
益
の
一
定
割
合
を
利
益
配
当
す
る
旨
の
定

款
規
定
）、
②
明
文
で
定
款
自
治
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
定
款
自
治
の
限
界
が

明
ら
か
で
な
い
も
の
（
種
類
株
主
総
会
決
議
事
由
と
し
て
の
特
定
契
約
の
定
款

記
載
、
利
益
配
当
に
関
す
る
種
類
株
式
の
「
配
当
額
の
算
定
の
基
準
の
要
綱
」

の
定
め
方
の
詳
細
度
、
参
加
型
配
当
優
先
株
式
に
対
す
る
分
配
割
合
を
普
通
株

式
の
例
え
ば
二
倍
と
す
る
こ
と
）、
③
定
款
自
治
を
認
め
る
規
定
は
あ
る
が
、
定

款
自
治
を
認
め
る
対
象
が
明
ら
か
で
な
い
も
の
（
複
数
の
種
類
株
式
に
つ
い
て

の
単
一
の
種
類
株
主
総
会
、
残
余
財
産
の
分
配
に
関
す
る
種
類
株
式
に
つ
き
合

併
・
企
業
買
収
等
を
み
な
し
解
散
事
由
と
定
め
る
こ
と
）（
宍
戸
・
前
掲
注
（
５
）

二
三
頁
）。

（
　
） 

大
隅
健
一
郎
＝
今
井
宏
「
会
社
法
論
中
巻
〔
第
三
版
〕」
四
六
〇
頁
（
有
斐

３３
閣
・
一
九
九
二
年
）。

（
　
） 

宍
戸
・
前
掲
注
（
５
）
二
三
頁
。

３４
（
　
） 

江
頭
憲
治
郎
『
株
式
会
社
・
有
限
会
社
法
〔
第
四
版
〕』
一
四
七
頁
（
有
斐
閣
・

３５
二
〇
〇
五
年
）。

（
　
） 

江
頭
憲
治
郎
『
株
式
会
社
法
』
一
二
八
頁
注
（
一
〇
）（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
六

３６
年
）。
但
し
、
立
法
の
趣
旨
に
鑑
み
、
こ
れ
ら
法
が
定
め
る
三
つ
以
外
に
つ
い
て

も
、
例
え
ば
、
取
締
役
の
資
格
を
一
定
数
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
に
限
る

等
の
定
款
の
定
め
を
置
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
（
一
二
七
頁
）。

（
　
） 

神
田
教
授
は
、
議
決
権
は
あ
る
（
一
株
一
議
決
権
ま
た
は
一
単
元
一
議
決
権
）

３７
か
な
い
か
の
い
ず
れ
か
し
か
認
め
ら
れ
ず
、
一
株
（
ま
た
は
一
単
元
）
に
つ
い

て
の
議
決
権
を
〇
・
七
と
か
二
と
か
な
ど
と
定
め
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す

る
（
神
田
秀
樹
『
会
社
法
〔
第
八
版
〕』
七
五
頁
（
弘
文
堂
・
二
〇
〇
六
年
））。

江
頭
・
前
掲
注
（
　
）
一
三
九
頁
、
相
澤
哲
ほ
か
編
著
『
論
点
解
説
新
・
会
社
法 

３６

千
問
の
道
標
』
一
一
六
頁
（
商
事
法
務
・
二
〇
〇
六
年
）
同
旨
。

 

こ
れ
に
対
し
、
米
国
法
の
判
例
お
よ
び
学
説
の
分
析
か
ら
、
わ
が
国
に
お
い

て
も
複
数
議
決
権
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
柳
明
昌

「
差
別
的
議
決
権
の
理
論
的
検
討
―
ア
メ
リ
カ
法
を
中
心
と
し
て
―
」
法
学
六
七

巻
六
号
六
五
頁
以
下
（
二
〇
〇
三
年
）。

 

ま
た
、
加
藤
貴
仁
「
株
主
間
の
議
決
権
配
分
（
一
）
―
一
株
一
議
決
権
原
則

の
機
能
と
限
界
―
」
法
協
雑
誌
一
二
三
巻
一
号
一
二
一
頁
以
下
（
二
〇
〇
六
年
）

も
参
照
。

（
　
） 

川
島
教
授
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
資
本
多
数
決
の
原
則
の
下
で
は
五
〇

３８
％
以
下
の
出
資
し
か
行
わ
な
い
者
は
株
主
総
会
の
意
思
決
定
に
自
ら
の
意
思
を

結
実
で
き
な
い
。
二
分
の
一
の
発
行
限
度
は
、
こ
の
よ
う
な
消
極
的
な
側
面
か

ら
見
た
資
本
多
数
決
原
則
の
機
能
を
理
論
的
根
拠
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
二

分
の
一
の
発
行
限
度
は
、
資
本
多
数
決
の
原
則
を
維
持
し
つ
つ
議
決
権
制
限
株

式
の
発
行
を
認
め
る
際
の
限
界
値
で
あ
る
（
川
島
い
づ
み
「
種
類
株
主
の
取
締

役
等
選
任
・
解
任
権
と
資
本
多
数
決
原
則
の
修
正
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
二
九
号
一

六
頁
（
二
〇
〇
二
年
））。

 

な
お
、
一
一
五
条
が
適
用
さ
れ
な
い
公
開
会
社
以
外
の
株
式
会
社
に
お
い
て

は
、
会
社
法
は
、
属
人
的
定
め
（
一
〇
九
条
二
項
）
に
よ
り
複
数
議
決
権
を
設

定
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

（
　
） 

江
頭
・
前
掲
注
（
　
）
二
七
三
頁
。
単
元
株
式
数
に
関
す
る
定
款
変
更
が
、
あ

３９

３６

る
種
類
の
株
主
に
、
従
来
よ
り
不
利
な
効
果
を
及
ぼ
す
場
合
に
は
、
そ
の
種
類

の
株
主
の
種
類
株
主
総
会
決
議
を
要
す
る
（
三
二
二
条
一
項
一
号
ロ
）。

（
　
） 

神
田
・
前
掲
注
（
　
）
七
五
頁
は
、
単
元
株
式
数
の
定
め
方
に
よ
り
実
質
的
に

４０

３７

複
数
議
決
権
株
式
と
同
じ
効
果
を
出
せ
る
こ
と
を
肯
定
的
に
解
し
て
い
る
。
河

村
尚
志
「
定
款
に
よ
る
支
配
分
配
と
種
類
株
式
の
活
用
（
三
・
完
）」
法
学
論
叢

一
五
七
巻
六
号
五
八
頁
（
二
〇
〇
五
年
）
は
、
公
開
会
社
で
な
い
会
社
に
お
い

一
〇
〇

筑
波
法
政
第
四
十
三
号
（
二
〇
〇
七
）



て
は
一
単
元
の
株
式
数
の
調
整
は
自
由
で
あ
る
と
し
、
公
開
会
社
に
つ
い
て
は

証
券
取
引
所
の
自
主
規
制
に
期
待
す
る
。

 

ま
た
、
旧
商
法
で
は
、
議
決
権
制
限
株
式
に
つ
い
て
存
す
る
単
元
の
数
は
、

発
行
済
株
式
の
全
部
に
つ
き
存
す
る
単
元
の
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
い
う
制
限
が
あ
っ
た
が
（
旧
商
法
二
二
二
条
六
項
）、
会
社
法
で
は

廃
止
さ
れ
た
こ
と
も
、
こ
の
立
場
と
平
仄
が
合
う
。

（
　
） 

二
倍
の
差
異
ま
で
は
セ
ー
フ
・
ハ
ー
バ
ー
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
市
場
価
格

４１
の
変
動
に
よ
っ
て
合
理
性
が
消
滅
し
た
り
復
活
し
た
り
す
る
と
考
え
る
べ
き
で

は
な
い
の
で
、
確
定
的
な
数
的
基
準
を
置
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

 

米
国
で
は
、
既
存
の
株
主
の
持
分
割
合
を
著
し
く
侵
害
す
る
か
ど
う
か
で
判

断
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
立
っ
て
、
模
範
会
社
法
（RM

BCA
§
6.21

  
   
        （f  
））
お
よ
び

自
主
規
制
機
関
が
社
外
株
式
の
二
〇
％
を
超
え
る
株
式
を
発
行
す
る
場
合
に
株

主
総
会
の
承
認
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
や
ク
ラ
ス
間
の
議
決
権
の
乖
離
が
一
〇

対
一
の
範
囲
内
に
抑
え
ら
れ
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
参
考
に
な
る

と
の
指
摘
が
あ
る
（
柳
・
前
掲
注
（
　
）
八
五
頁
）。
し
か
し
な
が
ら
、
出
資
額

３７

と
議
決
権
割
合
と
の
不
均
衡
を
無
制
限
に
ア
レ
ン
ジ
で
き
る
と
解
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
は
な
く
（
野
村
修
也
「
株
式
の
多
様
化
と
そ
の
制
約
原
理
」
商
事
法
務

一
七
七
五
号
三
二
頁
（
二
〇
〇
六
年
））、
一
〇
対
一
ま
で
は
有
効
と
す
る
こ
と

に
必
ず
し
も
論
理
性
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

 

議
決
権
制
限
株
式
は
、
企
業
買
収
防
衛
策
と
し
て
の
活
用
が
議
論
さ
れ
て
お

り
（
例
え
ば
、
葉
玉
匡
美
「
議
決
権
制
限
株
式
を
利
用
し
た
買
収
防
衛
策
」
商

事
法
務
一
七
四
二
号
二
八
頁
以
下
（
二
〇
〇
五
年
））、
議
決
権
制
限
株
式
に
関

す
る
定
款
規
定
の
限
界
は
、
か
か
る
議
論
の
成
果
も
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
べ

き
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
公
開
会
社
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
属
人
的
定
め
が
、
複
数

議
決
権
株
式
に
よ
っ
て
潜
脱
さ
れ
る
危
険
性
に
つ
い
て
検
討
を
要
す
る
こ
と
を

指
摘
し
て
お
く
。
野
村
・
商
事
法
務
一
七
七
五
号
三
二
頁
参
照
。

（
　
） 

宍
戸
・
前
掲
注
（
５
）
二
三
頁
。

４２
（
　
） 

棚
橋
元
「
合
弁
契
約
に
お
け
る
株
主
間
の
合
意
と
そ
の
効
力
―
取
締
役
選
任
・

４３
解
任
と
拒
否
権
に
関
す
る
合
意
に
つ
い
て
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
七
四
号
四
九

頁
（
二
〇
〇
二
年
）。

（
　
） 

江
頭
・
前
掲
注
（
　
）
二
二
五
頁
注
（
六
）。
委
員
会
設
置
会
社
が
業
務
執
行

４４

３６

の
決
定
を
執
行
役
に
委
任
す
る
場
合
に
つ
い
て
四
一
六
条
四
項
一
号
。

（
　
） 

こ
の
結
果
、
譲
渡
制
限
種
類
株
式
に
関
す
る
譲
渡
承
認
の
決
定
機
関
を
そ
の

４５
種
類
株
主
総
会
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
三
九
条
一
項
）。

（
　
） 

江
頭
・
前
掲
注
（
　
）
二
二
三
頁
。

４６

３６

（
　
） 

松
尾
健
一
「
株
式
の
強
制
取
得
条
項
に
よ
る
株
式
買
取
請
求
権
の
排
除
」
同

４７
志
社
法
学
五
八
巻
三
号
八
二
頁
（
二
〇
〇
六
年
）。
こ
の
場
合
は
、
定
款
に
よ
る

法
律
の
規
定
か
ら
の
逸
脱
と
い
う
意
味
で
の
定
款
自
治
と
い
う
よ
り
、
法
律
の

規
定
と
裁
判
実
務
が
示
唆
す
る
複
数
の
オ
プ
シ
ョ
ン
の
中
か
ら
定
款
で
そ
の
一

つ
を
選
択
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
反
対
、
宍
戸
・
前
掲
注
（
５
）

二
〇
頁
、「
特
別
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー 
会
社
法
制
現
代
化
の
方
向
性
」
企
業
会
計
五
七

巻
四
号
八
九
頁
（
二
〇
〇
五
年
）〔
江
頭
憲
治
郎
発
言
〕。
但
し
、
江
頭
教
授
は

公
開
会
社
を
意
識
し
た
上
で
否
定
的
に
解
し
て
い
る
。

 

な
お
、
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
を
対
象
と
し
た
株
式
譲
渡
制
限
定
款
の
検

討
と
し
て
、
大
杉
謙
一
「
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
の
企
業
形
態
の
選
択
」
中

野
通
明
＝
宍
戸
善
一
編
『M

&
A

 
 
 

ジ
ョ
イ
ン
ト
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
』
五
〇－

五
一
頁

（
日
本
評
論
社
・
二
〇
〇
六
年
）
参
照
。

（
　
） 

江
頭
・
前
掲
注
（
　
）
二
九
〇
頁
。

４８

３６

（
　
） 

江
頭
憲
治
郎
「
新
会
社
法
の
理
論
的
課
題
（
一
）
株
式
関
係
を
中
心
に
」
商

４９
事
法
務
一
七
五
八
号
五
頁
（
二
〇
〇
六
年
）、
江
頭
・
前
掲
注
（
　
）
二
九
二

３６

頁
。

（
　
） 

稲
葉
威
雄
＝
郡
谷
大
輔
「
対
談 
会
社
法
の
主
要
論
点
を
め
ぐ
っ
て
」
企
業
会

５０

一
〇
一

株
主
間
契
約
の
効
力
と
定
款
自
治
の
限
界
の
再
構
築
（
１
）（
田
邉
）



計
五
八
巻
六
号
一
七
〇
頁
〔
稲
葉
発
言
〕（
二
〇
〇
六
年
）。
な
お
、
ジ
ョ
イ
ン

ト
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
を
対
象
と
し
た
定
款
に
よ
る
権
限
分
配
の
検
討
と
し
て
、
大

杉
・
前
掲
注
（
　
）
四
一－

四
四
頁
。

４７

（
　
） 

相
澤
＝
郡
谷
・
前
掲
注
（
　
）
一
六
頁
。

５１

３１

（
　
） 

消
費
者
契
約
法
（
平
成
一
二
年
法
律
第
六
一
号
）、
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法

５２
律
（
昭
和
五
一
年
法
律
第
五
七
号
）
等
。

（
　
） Victor

Brudney,
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は
、
米
国
の
州
会
社
法
の
規
定
を

default
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あ
る
い
は

background
rules

                    
と
捉
え
た
と
し
て
も
、
当
事
者
の
合
意
に

よ
り
迂
回
し
て
は
な
ら
な
い
ル
ー
ル
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
ル
ー
ル
が

該
当
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
州
制
定
法
と
い
う
ル
ー
ル
が
存
在
し
て
い
る

こ
と
自
体
が
、
当
事
者
に
よ
る
契
約
回
避
（contractaround
               
）
行
動
や
、
当
事

者
が
何
の
ル
ー
ル
も
な
い
か
の
よ
う
な
取
り
決
め
を
す
る
こ
と
を
制
約
す
る
と

す
る
。

（
　
） 

契
約
法
の
領
域
が
強
行
法
規
性
を
強
め
て
い
る
の
に
対
し
、
会
社
法
が
自
治

５４
の
範
囲
を
拡
大
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
現
象
で
あ
る
。
会
社
法
の
基
礎
は
本

来
契
約
自
由
の
世
界
で
あ
っ
て
一
旦
大
き
く
強
行
法
規
に
振
れ
た
も
の
が
再
び

自
由
の
方
向
に
戻
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
理
解
を
す
る
な
ら
ば
、
両
者
は
互
い

に
接
近
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
消
費
者
保
護
法
も
会
社
法
も
、
関

係
者
の
公
正
な
利
益
調
整
の
た
め
の
法
律
に
よ
る
介
入
の
必
要
性
を
認
識
し
て

お
り
、
し
た
が
っ
て
約
款
規
制
の
限
界
と
定
款
自
治
の
限
界
は
、
双
方
に
と
っ

てoptim
ize

     
   
さ
れ
た
共
通
の
領
域
を
有
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
推
察
が
成

り
立
つ
。
河
上
正
二
「
定
款
・
規
約
・
約
款
―
契
約
法
か
ら
見
た
組
織
―
」
竹
内

昭
夫
編
『
特
別
講
義
商
法
Ⅱ
』
三
四
頁
（
有
斐
閣
・
一
九
九
五
年
）、
山
下
丈

「
定
款
の
内
容
規
制
に
つ
い
て
」
広
島
法
学
八
巻
一
号
一
頁
（
一
九
八
四
年
）
参

照
。
本
節
１
（
４
）
以
下
の
議
論
は
こ
の
発
想
に
基
づ
い
て
い
る
。

（
　
） 

取
締
役
選
任
決
議
は
一
人
の
取
締
役
の
選
任
が
一
議
案
を
構
成
し
、
各
株
主

５５
は
各
取
締
役
の
選
任
に
つ
い
て
議
決
権
を
行
使
で
き
る
。
会
社
法
施
行
規
則
六

六
条
一
項
一
号
イ
。

（
　
） 

特
別
決
議
事
項
の
決
議
要
件
を
さ
ら
に
加
重
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
必
要
以

５６
上
に
困
難
な
多
数
決
制
を
定
め
る
こ
と
は
会
社
運
営
お
よ
び
将
来
の
株
主
に

と
っ
て
必
ず
し
も
有
利
と
は
言
え
な
い
な
ど
の
理
由
で
、
旧
商
法
は
加
重
を
認

め
て
い
な
い
と
の
見
解
が
あ
っ
た
。『
新
注
会
（
一
二
）』
二
八

－

三
〇
頁
〔
実

方
謙
二
〕（
一
九
九
〇
年
）
参
照
。

（
　
） 

棚
橋
元
「
合
弁
契
約
に
お
け
る
株
主
間
の
合
意
と
そ
の
効
力
―
取
締
役
選
任
・

５７
解
任
と
拒
否
権
に
関
す
る
合
意
に
つ
い
て
」
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
研
究
会

編
著
『
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
契
約
の
実
務
と
理
論
―
会
社
法
施
行
を
踏
ま

え
て
』
一
九
四
頁
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
・
二
〇
〇
六
年
）。

（
　
） 

こ
の
命
名
は
、
森
田
「
株
主
間
契
約
（
五
）」
二
〇
頁
に
よ
る
。

５８
（
　
） 

森
田
「
株
主
間
契
約
（
五
）」
二
〇

－

二
一
頁
。

５９
（
　
） 

上
村
達
男
「
特
集
会
社
法
制
の
現
代
化
に
向
け
た
課
題
と
展
望 
会
社
法
総
則
・

６０
会
社
の
設
立
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
六
七
号
一
二
頁
（
二
〇
〇
四
年
）。

（
　
） 

森
田
「
株
主
間
契
約
（
五
）」
三
九
頁
注
（
六
八
）。

６１
（
　
） 

も
ち
ろ
ん
起
業
家
も
経
験
を
積
む
こ
と
で
ク
ラ
ス
一
に
移
行
し
て
ゆ
く
で
あ

６２
ろ
う
し
、
ま
た
、
起
業
家
を
対
象
と
し
た
リ
ー
ガ
ル
・
サ
ー
ビ
ス
が
充
実
す
れ
ば

ク
ラ
ス
一
と
同
等
の
「
装
備
」
が
可
能
と
な
ろ
う
。
米
国
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州

の
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
周
辺
に
は
、
起
業
家
を
主
た
る
タ
ー
ゲ
ッ
ト
・
ク
ラ
イ
ア
ン

ト
と
す
る
弁
護
士
が
多
数
い
て
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
と
の
交
渉
を
代
理

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
起
業
家
側
弁
護
士
は
、
起
業
家
の
弁
護
士
報
酬
負
担
を

軽
減
す
る
た
め
、
当
該
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
の
エ
ク
イ
テ
ィ
を
用
い
た
弁
護
士
報

酬
回
収
ス
キ
ー
ム
も
あ
わ
せ
て
提
案
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
依
頼
人
と
弁
護
士

の
間
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
・
コ
ス
ト
も
低
減
さ
れ
る
。

一
〇
二

筑
波
法
政
第
四
十
三
号
（
二
〇
〇
七
）



（
　
） 

前
掲
注
（
２
）
の
引
用
文
献
参
照
。

６３
（
　
） 

江
頭
・
前
掲
注
（
　
）
二
八
三
頁
。

６４

３６

（
　
） 

江
頭
・
前
掲
注
（
　
）
一
二
五
頁
。
川
島
い
づ
み
「
有
限
会
社
と
定
款
」
斉
藤

６５

３５

武
ほ
か
編
著
『
現
代
有
限
会
社
法
の
判
例
と
理
論
』
一
一
六
頁
（
晃
洋
書
房
・
一

九
九
四
年
）。

（
　
） 

近
年
、
消
費
者
契
約
の
み
な
ら
ず
事
業
者
間
の
契
約
に
お
い
て
も
、
交
渉
力

６６
の
格
差
や
契
約
の
相
手
方
の
要
保
護
性
を
考
慮
し
て
契
約
自
由
が
制
限
さ
れ
る

こ
と
が
主
張
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
議
論
は
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
に
お
け
る
ベ
ン

チ
ャ
ー
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
と
起
業
家
お
よ
び
一
般
の
少
数
派
株
主
と
の
関
係
に
も
あ

て
は
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。
執
行
秀
幸
「
い
わ
ゆ
る
事
業
者
間
契
約
で
は
、
契

約
自
由
の
原
則
が
無
制
限
に
妥
当
す
る
か
」
椿
寿
夫
編
『
講
座
・
現
代
契
約
と
現

代
債
権
の
展
望 
第
四
巻 
代
理
・
約
款
・
契
約
の
基
礎
的
課
題
』
二
三
五
頁
以
下

（
日
本
評
論
社
・
一
九
九
四
年
）。

（
　
） 

江
頭
・
前
掲
注
（
　
）
四
九
頁
参
照
。

６７

３６

（
　
） 

森
田
「
株
主
間
契
約
（
六
）」
五
〇
頁
注
（
一
六
三
）。

６８
（
　
） 

書
面
決
議
の
要
件
に
依
拠
す
る
以
上
、
同
意
書
面
の
存
在
は
不
可
欠
で
あ

６９
る
。
し
た
が
っ
て
、
株
主
間
契
約
に
つ
い
て
も
書
面
に
よ
り
取
り
交
わ
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
。
同
族
会
社
で
は
、
口
約
束
だ
け
で
書
面
が
存
在

し
な
い
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
立
証
の
困
難
さ
を
考
え
れ

ば
、
書
面
性
を
要
件
と
す
る
こ
と
で
少
数
株
主
の
救
済
が
そ
れ
だ
け
薄
く
な
る

と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
書
面
決
議
は
、
公
開
会
社
で

な
い
会
社
に
限
定
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
実
質
的
に
は
、
閉
鎖
型
の
タ
イ
プ
の

会
社
の
み
で
利
用
さ
れ
得
る
手
続
き
で
あ
る
（
江
頭
・
前
掲
注
（
　
）
三
三
〇

３６

頁
）。

（
　
） 

杉
本
泰
治
『
株
式
会
社
生
態
の
法
的
考
察
―
株
主
間
契
約
の
機
能
と
効
力
―
』

７０
二
七
七
頁
以
下
（
勁
草
書
房
・
一
九
八
八
年
）
参
照
。

（
　
） 

杉
本
・
前
掲
注
（
　
）
二
七
八
頁
。

７１

７０

（
　
） 

杉
本
・
前
掲
注
（
　
）
二
七
八
頁
は
、
公
序
良
俗
違
反
と
す
る
。

７２

７０

（
　
） 

江
頭
・
前
掲
注
（
　
）
二
八
三
頁
注
（
六
）
参
照
。

７３

３６

（
　
） 

出
口
正
義
「
株
主
の
誠
実
義
務
」『
株
主
権
法
理
の
展
開
』
三
五
頁
（
文
眞

７４
堂
・
一
九
九
一
年
）。

（
　
） 

出
口
・
前
掲
注
（
　
）
六
四
頁
。

７５

７４

（
　
） 

出
口
・
前
掲
注
（
　
）
一
〇
七
頁
、
一
二
一
頁
。

７６

７４

（
　
） 

出
口
・
前
掲
注
（
　
）
一
二
一
頁
。

７７

７４

（
　
） 

江
頭
・
前
掲
注
（
　
）
一
二
五
頁
注
（
四
）、
江
頭
憲
治
郎
『
結
合
企
業
法
の

７８

３６

立
法
と
解
釈
』
二
一
頁
（
有
斐
閣
・
一
九
九
五
年
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
出
口
・
前

掲
注
（
　
）
一
二
二
頁
は
、
特
別
な
立
法
は
不
要
と
し
つ
つ
、
あ
え
て
立
法
す

７４

る
の
で
あ
れ
ば
「
株
主
が
議
決
権
ま
た
は
社
員
資
格
に
基
づ
く
影
響
力
を
行
使

し
て
会
社
の
業
務
執
行
を
行
う
に
つ
き
悪
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
が
あ
る
と
き

は
、
取
締
役
と
同
様
の
責
任
を
負
う
」
と
い
う
条
文
を
置
け
ば
足
り
る
と
す
る
。

（
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
ビ
ジ
ネ
ス
科
学
研
究
科
企
業
科
学
専
攻
修
了
）

一
〇
三

株
主
間
契
約
の
効
力
と
定
款
自
治
の
限
界
の
再
構
築
（
１
）（
田
邉
）


